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○松本分科会長 定刻の１時30分になりましたので、ただいまから農林水産省独立行政法人評

価委員会第９回農業分科会を開催いたします。

本日の議長を務めてまいります松本でございます。よろしくお願いします。

委員並びに専門委員の先生方には、お忙しい中ご参集いただきまして、まことにありがとう

ございました。

さて、本日の会合でございますが、委員並びに臨時委員の計13名のうち12名の方にご出席を

いただいておりますので、農林水産省独立行政法人評価委員会令第６条第３項において準用す

る、同条第１項の過半数の出席要件を満たしておりますことから、成立していることをご報告

申し上げます。

それでは、早速でございますが、本日の議事に入ります前に、事務局の方から、本日の委員

並びに専門委員の出席状況の報告と、今回から新しく加わっていただく委員の紹介、そして配

付資料の確認をお願いしたいと思います。

○生産局総務課長 それでは、まず本日の委員の皆様方の出席状況でございますけれども、坂

本委員、土居専門委員、日和佐専門委員、守田専門委員におかれましては、ご都合によりまし

てご欠席と伺っております。

続きまして、今回から新たに委員に加わっていただいておられる方がございますので、ご紹

介させていただきます。前回の分科会でご紹介いたしましたとおり、ことし10月から新たに６

つの独立行政法人が新設されまして、そのうちの４つがこの農業分科会に所属することとなっ

ております。したがいまして、11名の方につきまして新しく委員にお願いしております。それ

では、ご就任いただいた臨時委員、専門委員の方々を、こちらの方からご紹介させていただき

ます。安部新一臨時委員でございます。清野英二臨時委員でございます。忠聡臨時委員でござ

います。渡辺紹裕臨時委員でございます。

なお、渡辺臨時委員につきましては、林野分科会にも所属いただいております。

それから、石田裕美専門委員でございます。泉本小夜子専門委員でございます。岡智専門委

員でございます。馬場治専門委員でございます。福田晋専門委員でございます。

そして、本日ご都合によりご欠席でございますけれども、佐藤洋一専門委員、森戸英幸専門

委員を委員にお願いしております。

次に、本日お配りしておりますお手元の資料のご確認をお願いしたいと思います。まず、資

料１といたしまして、農業分科会の委員名簿でございます。資料２、評価基準の変更（案）で

ございます。各法人ごとに２－１－１から２－６－２まで。それから、資料３といたしまして、
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総務省の独立行政法人の評価委員会からの意見に対する対応状況ということでございます。資

料４といたしまして、13年度の実績評価結果の通知後における各法人の対応状況、それから、

資料５といたしまして、平成14年度の業務実績概要ということでございます。各法人ごとに５

－１から５－６までございますけれども、大きなクリップでとめております。それから、資料

６といたしまして、縦長、横書きの形で、独立行政法人の中期目標等の変更（案）ということ

でございます。６－１から６－４までございます。それから、資料７といたしまして、新しく

法人として設立される法人につきましての業務内容及び中期計画（案）ということでございま

す。資料７につきましても、とじておりますが、一番最初に簡単な法人のポンチ絵をつけてお

りまして、そちらに資料番号を振っておりませんので見づらくて申しわけございませんが、縦

長、横書きのポンチ絵で始まる、クリップでとめたものが資料７でございます。参考資料とい

たしまして、参考１が農業分科会における平成14年度業務実績評価の進め方、これは１枚紙で

ございます。それから、プロジェクトチームのメンバー表、参考２でございます。これも１枚

紙でございます。それから、次回の日程調整について（お伺い）ということで、２枚紙がござ

います。

以上でございます。何か抜け落ちているもの等ございますれば、事務局の方に言っていただ

ければ用意したいと思います。

○松本分科会長 それでは、引き続きまして、官房文書課長よりごあいさつをいただきたいと

思います。

○大臣官房文書課長 ただいまご紹介に預かりました大臣官房文書課長の竹谷でございます。

よろしくお願いいたします。

本日は、大変お忙しい中、皆様方お集まりいただきまして、ありがとうございます。私は、

この独立行政法人の評価委員会全体の窓口を務めさせていただいております関係で、若干冒頭

にごあいさつをさせていただきたいと存じます。

本年度の農業分科会におかれましては、昨年と同様に、前年度、すなわち14年度のそれぞれ

の法人の業務実績の評価をやっていただくわけでございますけれども、それに加えまして、新

しい課題が２つございます。１つは、私ども一昨年のＢＳＥの発生、いろいろ食品安全対策と

いうものを強化してまいりました。その関係がございまして、食品安全対策の関係の強化に伴

いまして、既存の独立行政法人、こちらで扱います法人の幾つかにつきまして、その関係での

強化を行わなければいけない。その関係で、中期目標の見直しを行わなければならないという

課題でございます。もう一つの課題は、ことしの10月に、昨年の秋に成立いたしました法案を
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踏まえまして、従来特殊法人あるいは認可法人といった形態になっておりました法人が移行し

て、独立行政法人の第２期生という形で入ってまいるわけでございますけれども、それらの新

しい独立行政法人につきまして、中期目標の策定をお願いしたい。それらにつきまして、皆様

方のご審議を賜りたい。あわせまして、今後は既存の６法人プラス４法人が入りますから、全

部で10法人につきまして、ご審議を賜りたいという次第でございます。

順を追ってもう少し詳しく申し上げますと、安全対策の関係でございますが、大変残念なこ

とに、一昨年の９月に、いわゆる狂牛病といいますか、ＢＳＥの感染牛というものが我が国に

おいても確認されたわけでございます。それを契機といたしまして、いろいろの食品安全の問

題が国内外で問われたわけでございまして、そうした中で、食品の表示の問題なども問われた

わけでございます。また無登録農薬の問題もあったりいたしまして、非常に、いろいろな意味

で国民の皆様方から、食品の安全・安心に対する信頼という意味で大きく揺らいだここ数年間

であったわけでございます。そうした一連の事件を反省し、また踏まえまして、全体でいろい

ろな対策をとっていこうということで取り組んできたわけでございます。

そして、今、国会にいろいろな法案を出しております。５月に食品安全基本法という法律が

成立いたしております。これを踏まえまして、７月には食品安全委員会という、リスク評価を

専門に行います委員会が内閣府に設けられることになっております。また、農林水産省におき

ましても、リスク評価の方は内閣府の方でお願いするわけですが、それを具体的に現場に移し

ていきますリスク管理の仕事を引き続きやらさせていただくわけでございまして、その関係で

の仕事の強化という面から、組織の見直し、またいろいろな法律諸制度の見直しということを

予定しております。その関係で、現在５本の法案を国会に出しておりまして、衆議院は通りま

して、今、参議院の審議、あしたも予定されておりますが、大詰めを迎えているところでござ

います。

そうした中で、制度面でいきますと、農薬取締法でありますとか、肥料取締法といったよう

な、この分科会に関係の深い法律を見直しておりますし、またこの分科会の独立行政法人に関

係いたします仕事として、牛のトレーサビリティーの制度を新たに導入しようというようなこ

とも予定しているわけでございます。

それから、組織面につきましては、食品安全委員会の立ち上げにあわせまして、ことしの７

月から農林水産省の組織を見直したいということで、この法律、法律の中には農林水産省の設

置法というのが入っておりますので、それにあわせまして組織の見直しをしまして、その成立

を見ますれば、７月のスタートということで、新しく消費・安全局というものを設けていきた
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いというふうに考えております。これは消費者問題と安全問題を専門に取り扱う新しい局を立

ち上げていきたいというふうに考えております。

そして、地方におきましても地方農政事務所という組織をつくりまして、安全問題に積極的

に取り組む、本省あるいは地方組織を通じまして、リスク管理の体制をしっかりと整えていき

たいというふうに考えている次第でございます。

そうした組織の見直しあるいは制度の見直しに対応する形で、こちらの分科会で扱っておら

れます独立行政法人、具体的には農林水産消費技術センター、肥飼料検査所、家畜改良センタ

ー、種苗管理センター、農薬検査所といった、それぞれの独立行政法人につきまして、体制の

強化を図り、また先ほど申しました牛のトレーサビリティーあるいは農薬の使用の規制の強化

ということをにらみました新しい仕事をしていただきたいというふうに考えているわけでござ

います。そうした関連で、中期目標の見直しをきょうから始まりまして、ご審議をいただくわ

けでございますが、この点は国民の皆様方からの関心の大変高い、要請の高い事項であります

ので、ぜひともよろしくお願い申し上げたい次第でございます。

それから、第２点でございますけれども、ことしの10月から、特殊法人、認可法人から移行

してまいります新しい独立行政法人、幾つかあるわけです。その中で、４つの独立行政法人が

この分科会に関係をしてまいります。これらの独立行政法人は、今までの独立行政法人と違い

まして、年金制度でありますとか、あるいは金融制度でありますとか、価格対策、あるいは公

共事業といったような、今までの独立行政法人とはかなり性格の違う内容でございます。もち

ろん農業分野にかかわる点では一緒でございますけれども、仕事の仕方も大分違いますし、ま

た財務基盤という面でも、国のお金中心というよりは、それにプラス地方のお金が入っていた

り、あるいは民間からのお金が入っている財務基盤を持っていたりというようなことで、いろ

いろな違いがございます。そうした違いも踏まえながら、それらにふさわしい中期目標という

ものを主務大臣として提出していかなければならないという課題がございまして、その点につ

きましても、皆様方のご審議をいただき、これらの新しい法人にふさわしい中期目標の策定を

進めてまいりたいというふうに考えております。これまた第２期生の新しい試みでございます

ので、国民の皆さんの関心が非常に高いわけでございますので、ぜひともよろしくお願いいた

したいわけでございます。

そして、もとよりでございますが、14年度の既存の独立行政法人の業務実績のご評価もお願

いしたいというわけでございます。昨年度は、その前の13年度のご評価をいただいたわけです

けれども、最初のご評価ということで、なかなかいろいろな難しい問題があったかと存じます。
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そして、その中で大変精力的にご尽力をいただきまして、ご評価をいただいたというふうに受

けとめている次第でございます。これに加えまして、本年度はこの既存の法人の評価につきま

しても幾つか違った点がございます。１つは、ご案内のように先ほど資料の確認で話が出てお

りましたけれども、総務省の方に政策評価独立行政法人評価委員会という、全体の評価委員会

があるわけでございますが、そちらの方からも意見というものが出ております。全体的な意見

で本来あるべきものでございますが、それらの意見にどのように参酌してどのように対応する

か、それを踏まえて、どういった評価基準を考えていくかという論点が一つあるわけでござい

ます。きょうご審議いただく点の一つでございます。

また、もう一つは、この評価というものをより一層政府としてしっかりと受けとめていくと

いう観点に立ちまして、評価を新しい、すなわち今度我々がやるのでは16年度の予算編成によ

り的確に反映していきたいというふうに考えております。15年はもう既に走っていますから、

14年度の結果を来年の16年度の予算編成に反映させていきたいと思っております。そうします

と、どうしてもタイムスケジュール的に昨年より若干急いでいただきたいということで、こと

しのタイムスケジュール全般に１カ月ほど早目のスケジュールということで、お忙しい中大変

恐縮ですけれども、スケジュール面でも若干前倒しをさせていただく次第でございます。

本当に昨年におきましても大変お忙しい中ご尽力いただきまして、またさらに法人の数もふ

え、スケジュールも立て込んできているということで、恐縮ではございますけれども、盛りだ

くさんの内容でございますけれども、よろしくご審議のほどお願いしたいと思います。

お願いを申し上げまして、あいさつにかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○松本分科会長 本日は、その他も加えますと５つの議題または議事が予定されております。

３つ目までが既存の独立行政法人に関するものでございますので、ここまで審議いたしました

後に、およそ４時ごろになろうかと思いますが、休憩をはさんで最後の議題を審議していきた

い、こういう予定にしております。

それでは、本日１つ目の議題に移りたいと思います。１つ目の議題は、業務実績評価基準の

見直しについてでございます。事務局からご説明をお願いいたします。

○生産局総務課長 ご説明いたします。

実績評価基準の見直しにつきましては、去る３月３日に開催されました第８回の農業分科会

におきまして、各法人ごとにプロジェクトチームを設置して、まず十分ご検討いただく。その

後分科会全体でご審議いただく、そういったやり方につきましてご了承をいただいたところで

ございます。本日まで、各委員、専門委員の皆様方におかれましては、各プロジェクトチーム
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での精力的なご議論をいただいたところでございます。その結果といたしまして、資料２－１

から資料２－６まででございますけれども、各法人ごとに業務実績評価の基準（案）をまとめ

ていただいたところでございます。それに沿いまして、ご審議のほどよろしくお願いしたいと

存じます。

以上でございます。

○松本分科会長 また、各プロジェクトチームにおきましては、評価基準の見直しとあわせて、

総務省政策評価独立行政法人評価委員会からの意見に対しまして、農業分科会としてどのよう

に対応するか、こういうことを検討いただきましたけれども、その結果を事務局の方で取りま

とめ、資料３として用意してございますので、ご紹介いたします。本資料につきましては現段

階の対応状況ということでまとめておりますので、14年度の評価作業が終了した段階で、改め

て最終的にどのような対応を行ったか、取りまとめていきたいと考えております。

それでは、評価基準の見直しの結果を各プロジェクトチームごとに代表者からご報告いただ

きますが、まず６プロジェクトチーム分すべて報告いただきました後に、全体としての討議を

行う、こういう順序で審議を進めたいと思います。

なお、時間が限られておりますので、ご報告は、１プロジェクトチーム当たり５分程度とい

う、大変短い時間で恐縮でございますが、５分程度でお願いをしたいと思います。

それでは、まず農林水産消費技術センターチームの方からお願いいたします。

○手島委員 農林水産消費技術センターの評価基準の新旧対照表という、資料の２という横長

のものがございますけれども、それの１ページから御覧いただきたいと思います。

まず最初は、２－（１）でございますが、この部分については、評価基準本文及び評価指標

シートの短期借入金の限度額については、総務省の評価委員会からの意見にあるように、要請

に基づく業務及び短期借入金について、実績がない場合、評価の対象外とすることを評価基準

の本文及び評価指標シートに明示したものであります。ちょうどアンダーラインが引いてある

ところでございます。

続きまして、その下です。第１－２－（１）というところでございます。これは次のページ

の真ん中ぐらいまでいっておりますが、この項目は、理事長のリーダーシップとその実行とい

うようなことについての項目ですけれども、役員と職員の責任と役割を明確化するとともに、

理事長の指揮のもと、効率的な組織運営を行うということについては、組織体制の整備におい

て一度評価したところでありますけれども、将来を見据えた評価を行うためには、トップマネ

ジメントが重要な要素であるということでありますので、これまでの現行の中では、会議を開



- 7 -

催したかどうかということだけを挙げてあったんですけれども、これを見直しまして、その内

容や成果にも触れて、評価の充実を図ることにしたということでございます。そこにあります

ように、会議のやり方とか成果などについても、定量的な指標をつけられるところはつけて、

具体的なものにしてあるということでございます。

続きまして、その下です。２ページの中段の方ですが、２－３－（１）のところでございま

す。これは、遺伝子組換えにかかわる表示が義務づけられた食品について、前処理技術及びＰ

ＣＲ法などによる定性分析技術を確立するということなんですが、これについては、平成14年

度において新たに表示が義務づけられた遺伝子組換え体がなかったことから、この年度は実施

しなかったということなので、次年度以降に実施するようにしたということであります。

続きまして、３ページ、第２－３－（１）－エ－②のところですけれども、これは同じよう

なことなんですが、ＬＣ－ＭＳを利用し、ポリフェノール類等の機能性成分についての効率的

な分析方法を確立するということについては、行政ニーズに基づき、加工食品中のアクリルア

ミド及び野菜中の亜硝酸濃度にかかわる検査技術の開発に関する調査研究課題について、緊急

的に実施する必要が生じたことから、調査研究課題のプライオリティーなどを検討して、本指

標にかかわる課題を中止したために、本来のテーマは次年度以降にしたということでございま

す。緊急の飛び込みがあったので、これは次年度に回したということでございます。

それから、３ページの一番最後、第４、短期借入金の限度額ということにつきましては、こ

れは借入金の限度額については、総務省の評価委員会からの意見にもあるように、借入金がな

かった場合には評価は行わないことにするというふうに評価基準を変えたということでありま

す。

以上でございます。

○松本分科会長 それでは、次に種苗管理センターチームについて、お願いいたします。

○德江委員 資料といたしましては資料２－２－１をごらんいただきたいと思います。

私どもの検討結果としては、短期借入金の有無にかかわる基準の見直しという１点にとどま

っております。借り入れは行われなかった、または借り入れに至った理由等は適切であったか、

これは現行でございますが、改定としては、借り入れに至った理由等は適切であったか、この

１点ということでございます。

それで、なぜ私どもは借り入れにかかわる基準の見直しだけにとどめたかと申し上げますと、

理由としては、２つございます。第１の理由は、平成14年度に新規業務への対応として、種苗

管理センターの中期目標、中期計画の変更を行っていないこと、それから、13年度に行った評
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価結果から、既存の評価基準の見直しを行うべきであるという意見がなかったという点です。

第２番目は、今、申し上げましたように、短期借入金の項目以外の総務省評価委員会からの

意見への対応についても、表明されている意見の基本的な考え方というのは、評価活動の準則、

すなわち評価の基本的着眼点であるというふうに私どもは理解しております。したがいまして、

直ちに評価基準を見直すことで対応するといったやり方よりも、意見への対応に際しどのよう

な対応が必要となるかといった点を確認する意味からも、評価シートの記載内容の充実等を中

心としたやり方でまず対応すべきではないかという考えからであります。最終的に評価シート

の記載内容の充実等を中心としたやり方では不十分であると判断された場合には、評価基準の

見直しを含めた検討を行っていけばよいと考えております。

なお、適正な評価を行うに当たって重要であり、各法人共通的に検討を進めていく必要があ

るかと思われる事項について、意見を述べさせていただきます。

これは来年度以降、あるいは早ければ平成14年度の評価からもし入れられればと思っており

ますけれども、これから申し上げます３つの点について、これは分科会でご検討いただければ

と思います。

第１点目は、先ほどの資料３の総務省の評価委員会からの第一次意見があるんですが、これ

は第一次意見の種苗管理センターのところの評価シートの中で、民間委託、スリム化等に関す

る記述を追加する。つまり、業務運営の効率化に関する評価について、本組織が独立行政法人

化への移行に際し、可能な限り業務の民間委託を行い、スリム化を図ることをやってもらいた

いといったことを考慮して評価すべき。これは大変難しい問題でございまして、一気にこの辺

について評価基準を設定するというのはなかなか難しいものですから、この評価シートの中で、

まず民間委託とかスリム化等に関する記述を追加して、もっと記述シートを充実しようではな

いかという意見でまとまりました。

それから、２点目、これは資料３の３ページです。例のセグメント情報ということでござい

ます。下の方です。業務や施設ごとの分析・評価の実施の検討ということで、これは各地方機

関等とございますけれども、この地方機関等についてもそれなりの評価をしなさいというよう

な意見が述べられておりますけれども、これについても私どもとしてはここに対応状況にあり

ますような形で、どうしてもセグメント情報というのは法人の評価に大変必要かつ重要だと思

いますので、こういった形でまとめました。

それから、３点目としては、９ページ、ここにも総務省の評価委員会の方から指摘内容とし

て、特に後段 「このため、独立行政法人評価委員会は、法人において必要なデータが集計され、
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ることとなるよう、適切な措置を要請することが期待される。特に、支出について評価を行う

場合は、各費目の支出状況を数字上評価することに加えて、例えば固定費用とか業務量対応変

動費用に、類型化、再分類等をした上で、それらの実施状況の分析を行う等費目の性格に応じ

て」云々ございます。したがいまして、まだ対応が十分にいかないと思いますけれども、この

辺についても各法人はこういうデータの分析評価ができるようなデータの整備をお願いしたい、

こういうことで、私どもとしては３点ばかりプロジェクトチームの結論としてはこういった形

で意見として皆様方にご検討いただきたいということでまとめさせていただきました。

以上でございます。

○松本分科会長 それでは、次に家畜改良センターチームについて、お願いいたします。

○鈴木委員 私どもは４月22日に農水省生産局第七会議室において、会議を開催しました。そ

の検討概要につきまして、ご報告させていただきます。

まず、検討するに当たりまして、さきの農業分科会で示されました総務省評価委員会の指摘

事項に対する分科会長案に沿って、検討チームの事務局であります畜産技術課で、家畜改良セ

ンター独自の理由により、分科会長案と異なる部分があるか、あるいはその場合にはどのよう

に対応するかというふうなことを検討しました。それから、14年度評価の指標変更点について

も、同時に事務局から提案されましたので、それにあわせて検討をいたしました。

検討内容を報告しますが、まず総務省から個別に指摘されました一次意見について、これは

資料３を見ていただきたいと思います。資料３の２段目に、家畜改良センターの対応状況とい

うのが書かれております。まず 「業務運営の効率化に関する評価について、本組織が、独立行、

政法人への移行に際し、可能な限り業務の民間委託を行い、スリム化を図ることが求められて

いたことを考慮して評価を行うべきである」というふうな指摘を受けまして、業務を行う上で

外部委託がふえることが一概に効率的でスリム化が行われるとは限らず、外部委託する場合、

委託するコストと直接行った場合のコストをよく把握して実行することが必要であり、業務運

営の効率化を評価するに当たっては、事業実績とコスト、さらには事業達成に必要な組織とが

密接な関係であることから、これらの関係をもとに、効率的な運営がなされ、スリム化がされ

るべきと考える。このことを考慮しまして、業務の効率化に関する評価を行うべきであり、そ

のためには、どのような資料を法人に要求し、どのような分析を行うことによりどのような評

価指標を設定するべきか、また、できるかをさらに検討すべきであり、14年度評価実績におけ

る対応は、資料３の対応状況欄に示してありますように、評価シートに民間委託、スリム化等

に関する記述を業務概要に必要に応じて記述することで対応し、15年度以降に、さきに述べま
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した内容を検討し、順次業務の効率化の評価に取り入れていきたいと考えております。

次に、２次の意見への対応でございますけれども、家畜改良センターの独自の対応といたし

ましては、資料３の14ページをごらんいただきたいと思います。資料３の14ページの、１段目

については、今までの評価基準を総合評価において定めておりませんでしたけれども、今回総

務省からの意見では、評価結果を経年比較できるような配慮をする必要があるというふうな、

類型化を求められております。これに対応するために、評価基準を改正し、総合評価を類型化

することといたしました。検討内容としましては、家畜改良センターの業務の性質から、研究

では必ずしもよい結果ばかり得られるわけではなく、挑戦的な研究に取り組むこと自体が家畜

の改良を引っ張っていくこととなることも考えられます。このような点を十分に総合評価に反

映させるべきであります。経年比較が行えるよう、３段階の評価を取り入れることだけでは無

意味ではないかという意見もありました。こういった意見もあることから、類型化はするもの

の、類型化した表現と従来の文言による評価結果は一体として扱うべきであり、類型化した表

現だけがひとり歩きしないように、取り扱いについては分科会に要望したいと思っております。

また、３段目については、網羅的な分析評価が行われることが明らかとなる形で公表との事

項がございます。評価が網羅的に行われていることが明らかになるように評価書に明記すると

ともに、特に必要な事項については個別に評価項目に理由を明記することを評価基準の留意事

項として加えることといたしました。さらに、その他総務省からの意見につきましては、分科

会長案に沿った対応とすることとし、短期借入金の評価については、短期借入金がない場合に

は評価を行わないこととし、評価シートを変更することで対応し、他の意見に対しては評価シ

ートの記載事項の内容で対応することとしました。

これらの結果、資料２－３－１の評価基準の新旧対照表のとおりに改正すべきであるという

ことを、家畜改良センターのプロジェクトチームの検討結果としてご報告いたします。

以上でございます。

○松本分科会長 それでは、次に肥飼料検査所チーム、お願いいたします。

○深見専門委員 それでは、肥飼料検査所の方から報告させていただきます。

肥飼料検査所のプロジェクトチームの会合は、４月22日、肥飼料検査所の本部において行わ

れました。このときの評価基準の作成に当たりましては、まず第１に、昨年度の評価結果に対

し、総務省評価委員会から出された指摘を踏まえたものにするということと、それから、ＢＳ

Ｅの発生に伴い変更した中期計画に即したものにすること、この２点を考慮いたしました。

資料２－４－１を見ていただきたいのですけれども、ここにありますように、ＢＳＥの問題



- 11 -

というのは、昨年は緊急的に行った業務として、大項目レベルで評価をしてきたんですけれど

も、一番最初の２－（３）にありますように、緊急対応業務の評価は中項目のレベルで評価す

るというふうに変更いたしました。これは、後で説明いたしますけれども、ＢＳＥの関連業務

が中期計画の中に入ってきたからで、それと関連しています。

それから、まず１ページの第１－１－（３）－イに関連してですけれども、これは資料３に

あります肥飼料検査所に対する総務省からの第１次意見に、業務運営の効率化に関する評価に

ついて云々とありますけれども、最後の２行です、評価については 「削減、合理化等の状況の、

みならず、検査の充実等の措置状況についても評価の結果を明示すべきである」というような

指摘がありまして、それに対応しまして、この１－１－（３）にありますように、汚泥肥料等

の検査の充実に関しましては、従来の検査対象肥料の立入検査件数削減に応じた汚泥肥料の立

入検査件数を増加するというように、具体的に件数を評価指標として明示することとしました。

それから、２ページ目以降ずっと８ページに至るまで、これはＢＳＥ関連のことになるんで

すけれども、先ほど申し上げましたように、昨年度はこのＢＳＥ関連業務は緊急的に行った大

項目レベルで評価してきました。しかしながら、今年度はこれらの業務は既に中期計画に位置

づけられていますので、それぞれの中期計画中の項目に沿って評価することにしました。また、

一方で、農林水産省からの要請に基づいて行った中期目標等にない飼料用抗生物質中の肉骨粉

由来のＤＮＡの確認や、たい肥中の有機塩素系農薬の実態調査などの業務につきましては、内

容を考慮し、大項目レベルでは評価せずに、大項目の一つであります国民に対して提供するサ

ービス業務の中の中項目で評価するように対応しました。

それから、１ページに戻っていただきますけれども、１ページの最下段に、第１－４、業務

運営の効率化と財務運営の改善の項でありますが、ここでは、新規事業にかかわる経費は人件

費と同様に除外対象といたしました。

それから、最後になりますけれども、８ページです。第４の短期借入金の借り入れに関して

ですけれども、これに関しましては、農業分科会全体の対応方針に従って、借入がなかった場

合は本項目の評価を行わないというふうに変更をいたしました。

以上です。

○松本分科会長 それでは、次に農薬検査所、お願いいたします。

○長尾専門委員 資料２－５－１をごらんいただきたいと思います。

これはほかの部門でもご報告がありましたように、短期借入金のなかった場合には評価しな

いということにいたしました。
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それから、資料の３をごらんいただきたいと思うのですが、農薬検査所の業務の特徴といた

しましては、１ページの一番下でございます、検査期間中に外部の評価を受ける期間がござい

ます。そのために検査の期間が長引くことがございますが、そういう部外の評価を受ける期間

は除外するということを特記することにして、明確にいたしました。

それから、相談業務がございまして、申請者が検査のための事前相談を申し出てくることが

ございます。その場合には、事前相談が申請者の実質的に負担の軽減になっているかどうかと

いう、効率化だけではなくて、サービス事項としてその両方が評価されるようにというふうに

特記することにいたしました。それは２ページの一番上に記載してございます。

以上でございます。

○松本分科会長 それでは、最後になりますが、農業者大学校チーム、お願いいたします。

○田嶋専門委員 農業者大学校チームの田嶋が見直し案の報告をさせていただきます。

まず、評価基準本文について見直しました。資料の２－６－１をごらんください。現行は

（４）総合評価として 「上記各項目ごとの評価を踏まえつつ、当該評価を行うに至った経緯や、

特殊事情等、中期目標や中期計画に記載されている事項以外の業績その他特筆すべき事項等も

勘案して評価を行うものとする。なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために講ず

べき措置等も併せて記載するものとする」となっておりますが、これを見直しまして、総合評

価の観点を２項目に分けました。そして、１項目めで客観的な評価基準を加えました。まず、

①として 「総合評価は、中項目の評価結果の積み上げにより行うものとする。その際原則とし、

て各中項目につきＡＢＣで評価を点数化した上で評価を行う」というふうにしました。このＡ

ＢＣの評価基準は、Ａが合計点が満点の90％以上の場合、それから、Ｂが合計点が満点の50％

以上、90％未満の場合、Ｃが合計点が満点の50％未満の場合というふうに、はっきりと客観的

な基準を示したということであります。

それから、２点目です。総合評価の２項目は、現行の総合評価の内容をそのまま生かしたも

のとなっております。

次に、評価指標シートの方ですが、資料でいいますと２ページ目になります。評価指標シー

トの方に移らせていただきますが、まず学生の就農状況等の維持改善のところで、従来、現行

は学生数について定員の確保状況が定員の80％以上をＡとする。定員の40以上80％未満をＢと

する。それから、定員の40％未満をＣとするというふうになっておりますが、これをＡが90％

以上、それから、Ｂが50％から90％の間、それから、Ｃが50％未満という、評価の基準を生か

すために見直しをしまして、Ａを確保目標45として45の90％以上の場合Ａとする。それから、
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確保目標の50％以上90％未満をＢとする。それから、確保目標の50％未満をＣとする。こうい

うふうに見直しをしました。それから、学生の確保状況の数値でありますが、これは当該年度

の確保数の実数をここに当てるということをはっきりと明記をしました。この括弧内に書いて

あるのがそうです。入学予定者数プラス入学者数。こういうふうになっておりますのは、農業

者大学校の入学者というのは、１年間の農業実務の経験を必要としておりますので、高校を卒

業してすぐに受験をして合格をした者は、１年間実務に携わってから入学をしてくるというこ

とになる。それから、実務に携わった後に受験をして直接入学をしてくる学生たちもおります。

ということで、この２種類の入学生がいるわけで、それが当該年度に入ってくる、確保できる

実数を示そうというふうにしたわけです。

それから、次に研修生の就農状況等の維持・改善というところでありますが、これはこれま

で現行では長期研修の研修生については定員の70％以上をＡとする。それから、定員の30％以

上、70％未満をＢとする。定員の30％未満をＣとするというふうになっておりますが、これも

見直しまして、90％とそれから50％という数値を生かすために、確保目標を40として、確保目

標の90％以上をＡとする。それから、50％から90％までをＢとする。それから、50％未満をＣ

とする、こういうふうに見直しをいたしました。

それから、研修生の確保状況につきましても、どういうふうに数値を出すかということをは

っきりとさせました。括弧の中に示してあるのがそれでありまして、長期研修入所者数プラス

短期研修、それから、公開講座、それから、農業体験学習及び視察者受け入れの実施延べ時間

数、これを長期研修の研修時間で割ったその数、これを換算して研修生の確保の実数というふ

うにいたしました。

それから、次に短期借入金の限度額というところでありますが、これはほかの法人のところ

と同様でありますので、省略をさせていただきます。

以上です。

○松本分科会長 以上、６つのプロジェクトチームからご報告をいただいたわけでございます

が、ただいまからそれぞれの法人の評価基準案につきまして、ご質問あるいはご意見をちょう

だいしたいと思います。

どなたかございませんか。

ございませんでしたら、各法人の業務実績評価基準については、今回の案でご了承いただけ

るものと考えますが、よろしゅうございますか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「
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○松本分科会長 それでは、当分科会といたしましては、この方向で了承することと決定いた

します。今後細かい文言の調整につきましては、私に一任していただきたいと思いますが、よ

ろしゅうございますか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○松本分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。

続きまして、２つ目の議題に入らせていただきます。２つ目の議題でございます。平成14年

度業務実績概要の報告についてでございます。それでは、事務局の方からご説明をお願いしま

す。

○生産局総務課長 ご説明申し上げます。

独立行政法人は、ご案内のとおり、通則法の第32条第１項におきまして、各事業年度の業務

の実績につきまして、評価委員会の評価を受けなければならないとされているわけでございま

す。また、あわせて、第38条第１項におきまして、独立行政法人は毎事業年度財務諸表を作成

し、事業年度の終了後３カ月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならないとさ

れております。主務大臣は、その財務諸表の承認に当たりましては、あらかじめ評価委員会の

ご意見を聞かなければならないこととなっております。それで、前回の農業分科会でご了承い

ただきましたとおり、平成14年度の業務実績評価につきましては、先ほど文書課長のあいさつ

でも申し上げましたけれども、次年度の予算等々に反映していくという意味で、昨年よりも１

カ月ほど前倒しで実施をお願いしているところでございます。したがいまして、正式に申せば、

独立行政法人から６月末までに財務諸表、業務実績報告が正式に提出されまして、そこからご

審議いただくというのが筋ではございますけれども、前回ご了承いただきましたとおり、あら

かじめ業務実績の概要につきましてご報告、ご説明させていただくということで、進めさせて

いただきたいと存じます。本日の分科会におきましては、業務実績の概要書を取りまとめてお

りますので、これをご説明申し上げ、正式な業務報告書あるいは財務諸表につきましては、正

式に提出された段階でまた委員の皆様方に送付させていただきたいと考えております。その後、

各プロジェクトチームごとに、昨年同様評価を進めていただきたいということでございます。

先ほど申しました業務実績の概要でございますけれども、資料５ということで取りまとめて

おりますが、あわせて昨年の業務実績評価におきまして委員の皆様より指摘された事項につき

ましては、各法人が14年度にどういうふうに反映したか、対応したかということにつきまして、

ちょっと薄手の横長でございますけれども、資料４にまとめてございます。これにつきまして

は、各法人ごとにプロジェクトチームでご報告しておりますので、本日説明は割愛させていた
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だきますけれども、これも含めまして、平成14年度においてどのような業務を行ったかという

ことを、資料５に基づきまして、それぞれの法人からご説明させていただきたいというふうに

考えております。

ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

○松本分科会長 それでは、法人ごとに理事長または担当理事からご説明をいただき、それが

６法人すべて終了しました後に、全体として質疑応答に入らせていただく、こういう段取りで

行いたいと思います。

なお、時間がここでも限られておりますので、大変申しわけありませんが、ご説明は極力簡

単に、１法人当たり10分以内でお願いできたらと思います。

それでは、まず農林水産消費技術センターについて、お願いいたします。

○消費技術センター理事長 それでは、説明させていただきたいと思いますが、資料は５－１

－１という、三部に分かれております。最初の３枚紙でご説明したいと思いますが、それぞれ

の項目の後ろにページ数が打ってございまして、それにつきましてはその後ろについておりま

す実績報告書、横紙のものなんですが、そこにちょっと詳しく書いてございます。その後ろに

同じ５－１－２というのが、これはより詳しい部分的な資料を載せてございますので、参考に

していただければと思います。

それでは、まず第１の、業務運営の効率化でございますが、うちのセンター、いろいろな調

査とか講習会をやっておりますけれども、その内容を消費者がどういう内容を求めているかと

いうことにつきまして、まず必要性の高い調査課題をどのように選定しているかということで

ございます （１）に書いてございますように、関係部局に対するアンケート調査、 3,000件以。

上やっております。こういった結果に基づいてニーズを把握しているということでございます。

ちなみに、最近は食品の機能性の成分でありますとか、表示、安全性、遺伝子組み換え、この

辺の要望が多いということになっております。

それから、具体的に課題を決めるに当たりましては、そういったアンケート調査ももちろん

ですけれども、外部の有識者を含めた推進会議において、それから、消費者相談事例、これを

踏まえて決定しているというのが（２）に書いてございます。

それから、２番目の検査分析処理時間、これの迅速化ということで （１）は残留農薬の分析、

のことでございます。残留農薬は、１件約 800分以上かかりますので、これは 1,000件以上と

なりますと相当の時間を要します。これにつきまして、冒頭に書いてございますように、精度、

感度を保持する、こういう大前提に立ちまして検討しております。５年間で１割短縮というこ
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とでございますが、２年間で 4.8％の短縮の可能性を確認しております。

それから （２）これは品質表示基準製品の検査分析時間でございます。これも昨年は８品目、

合計で31％短縮の可能性を確認しております。それから、３でございますが、情報の迅速かつ

効率的な提供という形で、情報を伝える媒体はいろいろあります。広報誌、パンフレット、講

習会等ですけれども、特に迅速性という形で、ここに書いてございますようにインターネット

の活用で開設運用しておりまして、ホームページの更新回数 167回、それから、アクセスは昨

年度は約18万件ございました。前年度が11万件ですので、相当ふえております。それから、メ

ールマガジンの発信、これは17回で 9,200通余達成しております。

それから、大きなところの第２に移らせていただきます。国民に対して提供するサービスそ

の他業務の質の向上という部分でございますが、この１のところ、講習会等による消費者等に

対する情報提供ということでございます （１）は、食生活指針等です。こういった内容を普及。

啓発するということですが、地方公共団体の職員を対象としまして、講習会、研修会、これは

58回、それから、要請に応じて講師を派遣しております。これが 537回、いずれも前年度を大

きく上回った結果になっております。そのほか、消費生活展などに91回出展しております。

それから、消費者相談、これも受け付けておりまして、約 6,200件対応しております。これ

も前年度に比べて 1,000件ほどふえております。特に表示と安全性がこのうちのやはり半分を

占めております。表示につきましては、２月に表示 110番を設置しまして、約 1,600件の相談

がございました。

なお、５月からこれにつきましてはフリーダイヤル化を図っております。

それから （３）のところでございますが、こういった講習会、研修会等の効果判定を顧客満、

足度という指標で評価していただいております。５段階評価でございまして、それぞれ最低で

も 3.7以上の評価をいただいております。

それから、２番目に移りまして、残留農薬等の微量物質の確認調査ということです （１）は。

残留農薬の検査でございまして、これは 1,321件、その他の微量物質の検査、ここには抗菌性

物質とか、規定外の添加物が対象になっていますけれども、そういったものが 557検体、いず

れも計画値を上回る実績を得ております。これらの農薬等につきましては、農林水産省におい

てプレスリリースされております。

それから （２）Ｃｏｄｅｘ関係でございますが、野菜類のカドミウムの含有量の分析を 5、

24件やりましてて、これも農林水産省に報告しております。Ｃｏｄｅｘの部会で活用される見

込みでございます。
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それから、３番目、品質表示基準遵守点検調査、これはいわゆる表示の検査のことでござい

ます （１）が生鮮食品の店舗調査、お店回りで、これが 6,074件、それから （２）は同じく。 、

生鮮食品の産地等の確認のためで、これは買い上げて検査をするという件数が 314件、それか

ら、加工食品につきましては 5,100件、これも基本的には買い上げてやっております。

それから （３）の中段のところに、遺伝子組み換え食品の確認分析 366件、いずれも計画値、

を上回る件数をこなしておりまして、また基準が遵守されなかったものにつきましては文書に

よる改善指導を行い、改善されていることを確認しております。

それから、４番目に移ります。食品等の製造業者に対する技術指導という形で、私ども消費

者だけではなくて、企業に対する相談窓口を開いております。これが 8,000件を超える 8,011

件の実績がございます。約２割ほど相談が昨年よりも多い。表示関係が企業も関心が高いとい

うことで、中身はそういう形になっております。

それから、５番目が調査研究でございまして、生鮮食品の判別技術、これは表示と中身の照

合に関して、国産と海外品、あるいは鮮魚と解凍魚、こういったところの偽和鑑別の判別技術、

それから、遺伝子組み換え食品の分析法、こういったことを重点的に行っておりまして、おお

むね所期の成果を得ております。

それから、６番目が立入検査でございまして、これは大臣の指示による立入検査36件、昨年

度が27件ですので、やはり昨年も非常に多かった。食品数で延べ約 830名ほどの職員をここに

充ててございます。また、農水省あるいは都道府県の協力要請によりまして、立入検査の動向

とか、それから、事前調査、これを 189案件、 230事業所に対して実施しております。

ここには書いてございませんが、先ほど文書課長のごあいさつにもありましたように、農水

省の組織改変に伴いまして表示の調査の業務、これが一部我々センターから、新設される地方

農政事務所の方に移管するという形になっておりまして、その技術移転の研修も全都道府県の

食糧事務所の職員を対象に77件行っております。また、実地にお店に行くというのも約 680店

舗に共同調査をやっております。つけ加えさせていただきます。

それから、第３の財務内容の改善でございます。１としまして、運営費交付金の節約に引き

続き努めておりまして、その分を大臣の指示による立入検査あるいは協力要請による立入検査

の同行とか事前調査、こういったところに充当させていただいております。

それから、２番目ですが、実は公務災害でお亡くなりになった職員がおられまして、その補

償費用として災害補償互助会から 4,200万円の借り入れを行っております。その分につきまし

ては年度内に返済を終えております。
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それから、最後の第４でございますが、生糸格付業務、これも行っております。業務量が減

少しておりますので、それに伴ってこの人員をほかの部署に７人配置換え、あるいは併任をか

けて仕事をしていただいておりまして、特に表示監視業務の方に活用したということでござい

ます。

それから、常勤の職員数、これも目標で５％削減ということになっておりまして、２年間で

10人、２％、それから、昨年度は１％の削減を計画どおりこなしております。

簡単でございますけれども、以上でございます。

○松本分科会長 それでは、次に種苗管理センター、お願いします。

○種苗管理センター理事長 種苗管理センターでございます。資料は５－２－１を使います。

７ページと大変大部になっておりますので、かいつまんでご説明いたします。

まず、種苗管理センター、５つの仕事を柱に業務を実施しております。１つ目は、近年大変

関心を呼んでおります知的財産権にかかわる、新しい品種が出ましたときに、それが本当に新

しい品種かどうかということを比較栽培をする栽培試験という業務です。もう一つは、種とい

うのは最も基礎的な資材でございますが、その優良な種子が流通できるようにという種苗検査、

これには農水省が強制力を持って行う強制検査と、種苗会社が依頼して行う依頼検査がござい

ます。それにバレイショ等の種苗の生産、これが大変病気に弱いものでございまして、農家が

つくる種の元種の元種をつくるという、そういった原原種と呼んでいるものをつくっておりま

す。もう一つが、遺伝資源業務でございまして、これはジーンバンク事業の一環でございます。

農場をたくさん持っているものですから、そこで毎年植えかえながら、また栽培しながら遺伝

資源を保存する業務を行っている。５つ目としてこの４つの業務の関連する調査研究を進めて

やってきているということです。

まず、第１の効率化でございますが、各業務に共通いたしまして、全国に、北は北海道、南

は沖縄まであります農場で、それらの農場の特色を生かした業務に専門化、集約化しようとい

う計画化を進めております。そういうことによって効率化を図ろうということであります。

もう１点が、いわゆるコスト計算等をやって効率化を図ろうということであります。バレイ

ショ等、大変大きな農場で栽培しながらやっているわけでございますが、そういったものの増

殖、段階別、品目別の生産費を調査しようということで現在やっております。

ただ、いろいろな、先ほど申し上げました業務を複数やっているものでございますから、特

定の業務にどうやって分けていくかというような問題もございます。

もう１点が、業務運営能力の向上ということで、各業務とも専門技術研修等をやっておりま
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すが、特にバレイショ等の種苗生産では、技術指針というものを13年度につくりました。これ

は暫定版としてつくりましたが、14年度にはそれらを改訂版として制定いたしたところであり

ます。

それで、２ページにいっていただきたいんですが、８の一般の効率化のところがございます。

（１）は今申し上げた集約化の方向の検討をやっているということでございますが、２番目の

関西農場の移転というのがございます。大阪に関西農場がございましたが、ことしの４月に岡

山県の笠岡湾に移転いたしました。その際、元の用地を売ったり、また新しい農地を買ったり

ということがあったわけでございますが、おおむね順調に移転することができました。また、

効率化による経費の節減では、競争入札を行う、またレンタルとか一括契約等々を行うという

ことで実施しているところであります。

３ページの第２の業務の質の向上でございます。栽培試験につきましては、対象植物の種類

の拡大等、品種保存の充実等をやっているところでありますし、検査につきましては、アンケ

ート調査を実施しております。昨年の評価の際、アンケート調査をもう少ししっかりやれとい

うご注意を受けたわけでございますが、14年度におきましては、アンケート回収率もまあまあ

の６割まで上がりました。そういったアンケート調査の結果といたしまして、検査項目を拡大

する努力をしているわけでありまして、14年度にはキャベツの黒腐れ病を追加したところであ

ります。

次に、４ページのバレイショ等のところでございますが、おおむね計画どおりの生産配布を

いたしました。ただ、サトウキビにつきまして、台風が大変多い年であったということもござ

いまして、なかなか思うように生産ができなかったという点がございました。その他は計画ど

おり実施をしております。

５ページにアンケート調査の結果を載せております。５点満点、これは質問のやり方によっ

ていろいろ点数はつくわけでございますが、まあまあ４点台のいい点数をいただいているのか

なという気がいたしております。

４は調査研究でございますが、重点課題を実施しているのと同時に、いろいろな研究所等々

共同研究を実施しております。14年は３課題の共同研究を実施しているということでございま

す。

６ページに国際会議等への出席を載せております。ＩＳＨＩ、ＯＥＣＤ、ＵＰＯＶと、いろ

いろございますが、積極的に参加させているということであります。また、諸外国からの研修

員の受け入れ等も力を入れているということでありまして、特に（４）の一番上にあります植
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物育成者権保護に係る制度、これがいわゆるＵＰＯＶの制度でございますが、10カ国から研修

員を受け入れ、相当長期間にわたって技術移転を行っているというものであります。

７番目にございますのが、これが遺伝資源の保存でございます。農業生物資源研究所からの

委託に基づき実施しているわけであります。

７ページに財務内容の改善がございます。人件費等々、また業務費等、決められたノルマを

達成しておりますし、各農場要求するものいろいろございますけれども、それを本部でいろい

ろ精査しながら、過不足なくということを努力しているわけであります。

その他のところでございますが、重要な財産の処分は、先ほどご説明いたしました関西農場

の移転がございました。おおむねうまくいったと思っております。

４の業務運営に関する事項の職員のところで、我々期間中に７名の減ということになってい

るわけでございますが、既存業務をより効率化する、そういうことによって新しい業務に人を

回すというようなことをしようとしております。これが先ほど議論になりましたスリム化とい

うところの一つの答えになっているのかなというふうに思っております。

全体的に見まして、当初の計画どおり遂行されたものと思っております。

以上です。

○松本分科会長 それでは、次に家畜改良センター、お願いいたします。

○家畜改良センター理事長 資料５－３－１に基づきまして、ご報告申し上げます。

第１の業務運営の効率化ですけれども、１業務対象の重点化、これにつきましては、囲いの

中に示しましたとおり、13年度に引き続き、各業務で重点化を一層進めました。具体的な説明

は省略させていただくといたしまして、今後とも事業対象とする家畜や飼料作物の重点化に当

たっては、畜産関係者にとどまらず、消費者や流通業者を含む需要者のニーズの動向を踏まえ

て、的確に対応することが必要と考えております。

２の業務実施の効率化ですけれども、これにつきましては、経費の抑制を図るとともに、事

業所ごとの原価把握を行うなど、費用対効果の分析に着手いたしました。囲いの中、黒い四角

の２つ目は、13年度業務実績評価に係る対応です。資料４の指摘に対する対応です。すなわち、

昨年小項目だったんですけれども、１つに計画未達成のものがありました。これに対しまして、

本省及び各牧場内に進行管理担当者を決めて、定期的な点検、分析の実施体制を強化いたしま

した。

あわせて、妊娠期間の長い牛については、繁殖状況の次年度予測を進行管理に取り込み、言

ってみれば１年の前倒し、先んじて業務進行管理を行うというような体制をとりました。
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組織体制の整備では、新たな行政需要である固体識別事業、大変な業務がぱーんとふってわ

いたわけですけれども、スタッフ制を活用して、５名の職員を配置いたしました。今後につい

ても新たな部が設置される予定がありますけれども、軽量で機動的な組織による効率的な運営

に努めることとしております。

２ページ目に移りまして、第２の国民に対して提供するサービスです。１の家畜改良ですが、

囲いの中に書きましたとおり、各畜種、牧場ともに、新たな仕事の実施を通じて、着実な成果

を出しております。乳用牛をごらんください 「後代検定事業を円滑に推進」とありますが、こ。

れまで日本の中で１番、２番を争っていました。しかし酪農乳業の国際化の進展を考えたとき

に、改良も国際化というのは例外ではあり得ません。そこで、国際能力評価機関、インターブ

ルに参加するための契約を締結いたしました。14年９月、15年３月にテストランニングを行い、

ことし８月には初評価の運びです。

また、肉用牛でも、広域後代検定事業を推進しました。こちらは県の中で１番、２番を争う

のではなくて、日本全体で日本の宝である黒毛和牛を改良しようというもので、全国ベースで

の遺伝的能力評価を初めて実施いたしました。そこから３行目ぐらい下の括弧の中を見てくだ

さい。後代検定の結果、14年度に選抜された種雄11頭中、センターで生産された６頭が選抜、

さらに１位、２位を独占というおまけまでつきまして、職員一同大変元気が出た次第でござい

ます。

一番下の◆にまいりまして、将来に備えた家畜の遺伝資源の保存も行いました。

３ページ目にいっていただきます。個体識別事業ですが、国内の全牛 450万頭を対象とした

データベースの構築を行ってまいりました。14年６月に情報管理センターを設置、10月からは

一般向けに情報の提供を開始することができました。現在では、囲いの中、中段を見てくださ

い。牛の出生、異動に関しては、毎日１日当たり３万件の報告、ホームページには、スーパー

マーケット、食肉業者、消費者等から１日当たり２万件のアクセスという、一大情報センター

に達しております。

また、本来の設立目的でありますＢＳＥ感染が確認された牛の異動履歴、同居牛について、

センター設置後発生した第４号牛から第８号牛、５頭すべてについて迅速な検索を実施するこ

とができました。所要時間は約１日弱となっております。15年度中にも、法律に基づき、農林

水産大臣から個体識別事業の一部がセンターに委任されることになっています。確実な業務運

営のための体制整備が必要と考えております。

次に、飼料作物種苗ですけれども、飼料作物の優良品種の普及により、自給飼料の増産であ
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り、飼料自給率の向上を図るために、高品質な種苗の生産に取り組むとともに、囲いの中の３

つ目に移りますが、種苗の検査を実施いたしました。ＯＥＣＤ種子制度に基づく各種業務に関

連いたしまして、種子検査に関する国際認証機関の査察等も受けております。

そのほか、特許を出願したり、検査通知期間の短縮を実施いたしました。

次に、３の調査研究に移ります。４ページをごらんください。まず、育種関連の技術ですけ

れども、２つ目の乳用牛、遺伝的横隔膜筋症の原因遺伝子を捉え、これは昨年度Ｓ評価をいた

だいたわけですが、それをさらに進めまして、診断法の特許を出願するまでに至りました。

また、乳房炎の感受性に関するＤＮＡマーカーを特定、２年連続で成果が出ております。

次に、繁殖関連技術ですけれども、牛凍結受精卵の直接移植技術の開発とその普及により、

14年度の畜産大賞を受賞することができました。これを機に、今後とも受精卵移植関連技術、

クローン技術の向上に努めたいと考えております。

一番下にまいりまして、論文の発表ですが、これは昨年井上委員からご指摘をいただいた点

です。このように工夫してみました。まず、調査研究のここの場所で、日本畜産学会報・Anim

al Gennetices 等に９件の論文を発表、いずれも査読制度のある学会誌で、審査は終了してお

ります。

そして、その下４の講習指導の囲いの中の一番上、成果等の発表で、学術誌への論文掲載９

件、これを上にもっていったわけです。学会・研究会等における口頭発表等、計で63件、成果

の軽重を一緒くたにしてのカウントはいささか乱暴過ぎるのではないかというご指摘に対応し

たわけでございます。

そのほか、技術の普及指導、次のページへまいりまして、国内研修、海外技術研修等を実施

しております。

第３の財務内容の改善ですが、囲いの中をごらんください。原価管理による経費削減に努め

ました。一般管理費及び業務費の主要項目を事業所ごと細部にわたり比較し、経費節減の指標

として活用する取り組みを開始いたしました。これが将来セグメント情報の充実等、業務の効

率化につながればと思っております。

また、効率化推進の内部制度を拡充いたしました。ＳＥＣ、スピーディーのＳ、エフィシエ

ンシー、効率のＥ、コストのＣ、21世紀と名づけたり、あるいは牧場ごとの効率化実績による

予算の傾斜配分措置を実施、14年度は 5,000万円の枠を利用しまして、インセンティブとモチ

ベーションを付与いたしました。

収入・支出の状況は、交付金及び補助金等については、当初の計画どおり、消費税の還付を
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除く受託収入及び諸収入については34.1％の増、支出については人件費を除く物件費で対前年

98.7％、 1.3％の節減、損益計算の結果は、消費税還付を含めまして、10億 8,800万円の当期

剰余金を計上、剰余金の使途につきましては、昨年に続きまして、約 6,000万円について目的

積立金としてお願いしたいと思っております。

６ページに、先週監事監査を終わりました14年度決算の概要を添付しております。

最後、その他ですが、１は将来につながる施設の整備、２は将来の家畜改良センターを背負

う人材の育成に特段の力を入れるということでございます。

以上でございます。

○松本分科会長 それでは、次に肥飼料検査所、お願いいたします。

○肥飼料検査所理事長 肥飼料検査所でございます。資料は５－４－１を使用いたします。時

間が限られていますので、要点のみを説明させていただければと思います。

まず、平成14年度の全般的な業務遂行状況であります。評価委員会を前にはなはだ僣越では

あるんですけれども、自己診断といたしまして、ほぼ計画どおり達成できたのではないかとい

うふうに思っております。そういうことで、幾つかの点について、補足的にご説明したいと思

います。

） 、まず、１枚目の第１の１の（１ ・が３つ打ってありますけれども、その３番目のところに

平成14年度の職員１人当たりの登録等の調査件数は 257件であり、過去５カ年の調査件数に対

し83.0％増加した。一方、調査に要する労働時間も増加している。ここの表現の意味合いでご

ざいます。肥料の登録というのは、申請に基づいて行われております。したがいまして、意味

合いとしましては、業者がいろいろと必要があって登録したい、そういう申請件数が約 1.8倍

に増加した。これに適切に対応いたしました、処理しましたという意味になるわけでございま

す。

一方では、業務運営の効率化のところで記載しておりますけれども、効率化ももちろん寄与

しているわけでございますけれども、労力も 1.8倍をこなすためには相当かかった、余分にか

かったということがございます。業務量が安定するのが望ましいわけですけれども、申請とい

うのは相手がある行為、業務でございまして、なかなかそのようなわけにはいかないという事

情がございます。目標自身は申請件数の増加毎年５％を想定しておりまして、それをこなすと

いうことになっているんですけれども、受け取り方によっては、この表現、目標の設定が甘い

のではないか、そういったような議論を誘発させかねない。そういうこともありまして、あえ

てここで説明させていただいた次第でございます。
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それから、急に飛んで恐縮でございますけれども、８ページ、資料５－４－１の最後から２

枚目でございます。先ほど評価基準のところでもプロジェクトチームのチーム長からご説明あ

りましたように、中期目標、中期計画に定められていない緊急時等の理由による農林水産省か

らの指示・要請に基づく業務、これは作年は大項目でございましたけれども、ことしは中項目

として評価するということになってございます。13年度のＢＳＥ関連業務、これも計画になか

った業務でございますけれども、14年度につきましても、飼料関係の業務を中心に、かなり多

いという状況でございます。一番下に堆肥及び敷草等に含有する、ＤＤＴ、ＢＨＣ等の分析法

の開発、実態調査、これは肥料業務でありますが、ほとんどが飼料の追加要請業務でございま

す。

昨年、評価委員会から、こういう追加的な業務量につきましては、積極的に評価してあげる

んだけれども、極力その業務量について定量的な把握をしなさいというご指摘をいただいてい

るわけでございます。この業務量について、労働時間ですべて把握するというのは困難でござ

いますけれども、分析、項目点数、それから、各種の出張回数、極力定量的な把握を行うよう

に努めているところでございます。

それから、最近、14年度の傾向といった方がいいのかもしれませんけれども、輸入の肉骨粉

等が使えないというような事情もございまして、肥料業務を中心に行政相談の件数が増加して

おります。昨年は 7,000件でございましたけれども、ことしは 9,000件ということでございま

す。この部分につきましては、業務量の増加としては試算しておりませんけれども、結構な業

務になっているという事情がございます。

それから、次に会計処理について、二、三触れておきたいと思います。先ほどの家畜改良セ

ンターの方はもう既に監事の監査が終わっているようでございます。ただ、私どもこの部分、

監事の監査はまだ終わっておりません。そういうことで、はなはだ恐縮でございますけれども、

まだ数値が変わり得る可能性がある、そういうことにつきまして、まずご了解いただければと

思います。

その上で、ひとつご説明したいことがございます。固定資産の取得、評価のことでございま

す。固定資産の取得、評価に際しましては、ことしの３月３日付で新会計基準が出ております。

これを一部先行させる形で適用しているということでございます。具体的には、旧会計基準で

は撤去費用、物をつくるときに要らなくなったものを取り壊す、そういう撤去費用等の取り扱

いが不明確でございました。新会計基準ではその辺交通整理をしていただいて明確になってお

ります。それで、14年度の会計処理におきましては、監査法人とも相談の上、撤去費用相当分
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につきましては、施設整備補助金の一部を収益化いたしまして、固定資産増加額としては本来

の正味の取得相当額、それだけを計上しております。昨年この問題で赤字を計上せざるを得な

かったといいますか、見方によりましては資産が一部水増し計上になっている、そういう経緯

がありましたので、これもあえて説明として補足させていただきました。

それから、最後に、申しわけありませんけれども、財務内容の改善のところの３のところで、

剰余金の使途でございます。ここに誤りがございます 「当期総利益として 800万円が生じ」と。

書いてございますけれども、これは「 600万円」でございます。したがいまして、前期繰越欠

損金 700万円に補てんした結果、次期繰越金として「 100万円」と書いてありますけれども、

ここは「次期繰越欠損金 100万円を計上した 、そのようにご訂正いただければと思います。」

肥飼料検査所の説明は以上であります。よろしくお願いします。

○松本分科会長 それでは、次に農薬検査所、お願いいたします。

○農薬検査所理事長 資料番号は右肩上の５－５－１で説明させていただきます。

独立行政法人農薬検査所14年度の業務の実績概要ですが、まず第１として、業務運営の効率

化につきましては、一番目の農薬の検査、これは１申請当たりの検査期間を短縮するというか、

そういうようなことが目標になっておりました。農薬の検査対象農薬というのは、いわゆる基

準設定農薬と、それから、基準設定を要しない農薬とがございますが、基準設定農薬について

は目標を達成いたしましたが、基準設定の必要がないといわれる農薬につきましては、検査指

示 2,122件のうち 1,400件は終了いたしましたが、それ以外のものについては検査期間内とい

うことが、検査目標はこれは検査期間 5.6カ月なんですが、ここにも書いておりますように、

６カ月たってしまった。なぜこういうことになったかということは、ご案内と思いますが、昨

年後半、いわゆる無登録農薬の問題が急遽世の中で問題視されたというようなことで、それの

一連の動きの中で、農薬取締法の改正ということもあったわけですが、それの緊急に登録をし

なければいけないという農薬が出た。いわゆるマイナー農薬といっているようなものもそのう

ちの一つでございますが、その検査を優先するために残念ながら通常のものが達成することが

できなかったというのが、この理由でございます。いずれにしても、達成できなかったという

ことは、それはそれで我々の失点であるんですが、事情としてはそういうことであるというこ

とをおくみ取りいただければと思います。

それから、再登録検査は目標を達成しております。以下、農薬のＧＬＰ適合検査につきまし

てですが、これは申請件数が14件で、査察実施については、幾つかのあれがありますが、17件

ということでやって、これは期間としても目標を達成しております。
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それから、３番目の業務運営の効率化による経費抑制ということでございますが、これは目

標とされている対前年比の経費の１％削減抑制、これは達成してございます。

それから、次のページに移りますが、第２が、これは国民に対するサービスの業務の質の向

上ということでございますが、この農薬の検査の部分についても、先ほどのような事情から、

基準設定農薬については目標を達成しておりますが、基準設定を要しない農薬、これは目標と

しては11カ月以内に検査が終了すれば一応目標達成ということだったんですが、これにつきま

しては、14農薬がそれをオーバーしたというようなことでございます。事情は先ほど申し上げ

ましたとおりでございます。

もう一つ、天敵の農薬の検査につきましては、目標を達成してございます。

以下、質の向上のための措置、これはごらんいただきたいと思います。

それから、２番目ですが、１の業務に対する、これは農薬検査所法の業務範囲の中で３つご

ざいますが、そのうちの１番目、いわゆる付帯業務に関することですが、ＧＬＰの適合確認の

迅速化、これも以下迅速化のための措置等 100％の目標を達成しております。

それから、調査研究につきましては、中期計画では、①というのは、カルボルチンという、

ＯＥＣＤの方法が果たして日本で使えるかということのバリデーションテスト的な性格を有し

ているんですが、これの土壌中の移行性の評価試験の検討をして、一部モデル的な実験で、マ

テリアルのバランスとか、そういう移動を確認してございます。これはそのようなことで今の

ところ順調に進んでおります。

それから、②農薬中のダイオキシン類の分析技術の研究につきましては、非常に高性能の海

外の質量分析装置を我々が導入したんですが、同時多発テロの影響でですか、非常に向こうを

出るときのチェックが厳しゅうございまして、予定外に時間がかかりました。そういうことで、

一部これは試験的なあれに入っていこうということがございましたが、これは分析条件、これ

も試験の一部といえばいえなくもないんですけれども、分析条件を検討して、いろいろな検証

を重ねて、高感度の結果が得られているという状況でございます。これは即テストランの段階

から実機としてのランニングに今年度早々に入りたいと考えているところでございます。

それから、情報の収集等、ここで一つ間違いをしておりまして、この文中「計85種類の文献

を」というところが、これは別途本文に当たるＡ４横長の方では95となってございますが、こ

れは85というふうになって、これを95に訂正をお願いしたいと思います。申しわけありません

でした。

それから、研修・指導についても、都道府県、それから、関係の農薬団体、防疫所から派遣
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依頼が36件ございました。これもすべて対応しているところであります。

それから、２ページ最後の一番下、国際調和への対応でございますが、これはＯＥＣＤの農

薬の作業部会、それから、同じくＯＥＣＤのＧＬＰの作業部会、そしてコーデックスの残留農

薬部会等、幾つかの会議に我々も出席要請を受け、職員を派遣したところでございます。合計

５件ということでございますが、中国野菜のあれについても、昨年の３月、連続して我々の職

員も現地中国の方に出向いて、一緒になって仕事をしているということでございます。

もう一つの海外技術支援につきましては、これは技術協力をやっておりましたが、実はそれ

は昭和13年度に終了しましたが、それの海外からそういう研修生というものの受け入れの要請

を受けまして、５名を受け入れてございます。アンケート調査も進めているところでございま

す。

それから、情報の保全・管理、これにつきましては環境省との共同作業で、膨大な量のあれ

をディスク化していこう、それによって 4,000ページにもわたるものがＣＤ－ＲＯＭで２枚ぐ

らいにおさまるということですが、こういうようなものを 840件整理しているところでござい

ます。

国の施策に対する技術協力、これは①②③、農取法に対する技術支援、それから、冒頭の私

どもの、武蔵野市に当たりますが、そこでの残留農薬のエンドリン、ドリン剤が出てきたとい

う、これも記憶に新しいかと思います。そういうようなことも我々総がかりで分析に努めてま

いったところでございます。

それから、３番目の農薬取締法の規定に基づく農薬の収集及び立入検査でございますが、引

きも切らずの都道府県あちこちへ職員を出張させたということです。国の要請に基づいて対応

したところでございます。

販売業者への立入検査も進めました。

以下、製造工場、そして収集農薬等の検査、これは48収集農薬、これは都道府県が集めたも

のを国がそれを受け取り、その分析を農薬検査所が実施したということでございます。無登録

農薬の一連の動きの中で、我々はここで大いに力を出したということでございます。

それから、立入検査及び収集農薬の検査を行うためのマニュアルというものを進めてきたと

ころでございます。

あと、次のページにまいりますが、ここでは、特に従来どおりのことをやってきたというか、

財務内容の改善に努めているということで、短期借入金はございませんでした。

それから、施設整備に関してですが、ライシメータの新設工事というのを、これは先ほどち
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らっと申し上げましたＯＥＣＤの国際標準的な方法が日本で使えるかどうかのバリテーション

テスト、これの中で、どうしてもライシメータを必要とする場面がございまして、これの新設

工事を行ったところでございます。

それから、農薬検査高度情報管理施設、これは13年度補正予算でいただいた建物ですが、農

薬検査所、全部で８カ所ぐらいの、８県のところに分散して仕事をしているという、ＰＴの先

生から見ておよそ非効率であるというおしかりをちょうだいしているんですが、今回この施設

ができることによって、職員を全部一つの建物に収容することができ、管理とか目が行き届く、

それから、意思統一された業務行動がとれるということを期待しているところでございます。

以上のとおりでございます。

○松本分科会長 それでは、最後になりましたけれども、農業者大学校について、お願いいた

します。

○農業者大学校理事長 それでは、独立行政法人農業者大学校の14年度業務実績概要のご報告

をさせていただきます。資料は５－６－１を見ていただきたいと思います。

まず第１の、業務運営の効率化でございますが、一番目、教育・研修時間の増加及び時間当

たりのコストの低減についてでございますが、農業者大学校は長期農業者の教育と、それから、

果樹を中心にした果樹農業の研修をやっております。長期農業者教育というのは、東京にあり

ます多摩の本校でやっております。

まず、ここでは就農意欲の醸成と教育内容の充実を図るため、講義・演習時間を増加させ、

教育時間当たりのコストの低減に努めているところでございます。14年度の総教育時間数は 3,

454時間実施いたしまして、基準時の12年度に比べ57時間増加をしております。13年度対比では

33時間増でございます。この基準時の12年度に比べて57時間の増加につきましては、現場の卒

業生、先進農業者による経営実態等の特別講義を45時間増加し、それから、３学年に対しては、

就農促進を図るために就農促進ゼミ、演習等を12時間増加して実施をしてきたところでありま

す。

果樹農業研修につきましては、先進果樹農家による講義、販売実習、園地造成の実習等によ

り、落葉果樹農業研修所と常緑果樹農業研修所の二つの研修所の研修時間を合わせまして研修

時間当たりのコストの低減に努めてきたところでございます。14年度の長期研修の総時間数は

2,491時間になっております。これは12年度に比べ、89時間増加しております。内訳は、落葉

で42時間、常緑の研修所で47時間の増を図ってきたところでございます。

コストの低減につきましては、まだ私の方の会計決算等精査をしている段階でございますの
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で、その精査が終わりましてから詳細なコスト計算をしたものについて提出させていただきた

いと思いますので、お詫び申し上げます 。。

第２に、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上でございますが、長期農業

者教育の学生募集活動でございますが、新たにＰＲ資料の作成、このＰＲ資料の作成といいま

すのは、スプリッツブック、それから、本校の卒業生が全国にたくさんいますけれども、その

卒業生の活動事例集を、全国版と地方版の２版つくり、卒業生を中心とした学生募集推進員に

協力をお願いして、活動事例集を活用して学生募集を図ったところでございます。学生募集推

進協力員につきましては、ただいま21の県に設置しており、構成は第１期に卒業された方から

29期にご卒業された方々を推進員に登録しています。平成14年度の学生の確保数は33名であり、

実務経験者３名、それから、入学予定者30名となっております。

２番目の就農意欲の醸成につきましては、卒業生、先進農業者、現場の農業者等を講師に依

頼し、経営理念、経営実践状況の講義12回実施しました。13年度は８回実施しました。

それから、卒業後、自信と意欲を持って就農するため、先進事例の調査研究を行う就農促進

ゼミを４回実施しました。その結果、就農状況につきまして、14年度の卒業生は38名いたわけ

でございますが、就農は農業法人への就職を含めまして33名、それから、いずれ就農するもの

が２名でありまして、35名が就農することになっております。13年度の数字は括弧のとおりで

ございます。

２ページにいきまして、教育内容の改善でございますけれども、これは平成13年度から14年

度、２カ年にわたり、本校にカリキュラム検討委員会を設け、そして検討を５回にわたってし

ていただきました。その報告をもとに、15年３月に教育課程の改正をしました。改訂の内容で

充実したものは、食の安全、マーケッティング、情報技術の農業経営等の活用等の強化を図り、

15年度に入学した１年生から実施適用することにしております。

果樹農業に関する研修等でございますが、研修生の募集活動につきましては、果樹産地の農

業関係高校、地域農業改良普及センターへの訪問等による現場段階のきめの細かい募集活動を

実施してきました。平成15年度は長期研修所の入所者が、落葉11名、常緑６名になっておりま

す。

就農意欲の醸成につきましては、研修修了生、現場の指導者等から経営の計画管理等修了後

すぐ必要となる事項等について講義を、それから、経営の現場での指導を受けたところであり

ます。就農につきましては、修了生21名中18名が就農になっております。13年度は修了生19名

中17名が就農です。
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研修内容の改善につきましては、落葉・常緑果樹農業研修所において、学識経験者に委員を

委嘱し検討委員会を設置して、研修内容の改善について検討してきました。

広い農場と機械力を生かした園地の造成とか、園地整備等の実習を行って、実践能力の向上

に努めてきたところであります。

短期研修につきましては、先進技術や販売対策等、ニーズに対応した研修を、それぞれ常緑、

落葉各２回実施しました。

国民に開かれたた研修施設としまして、保育園児、小中学生、高校生等の体験学習を行って

おります。延べ受け入れは、落葉では 160名、常緑では 234名の方々を受け入れました。この

ほか、公開講座、果樹農家等の視察の受け入れを行ってきました。

教育の質の向上に関する附帯業務といたしましては、卒業生の経営実態調査、情報提供を行

っております。本校では平成13年度に実施した卒業生農業経営者の概況等のアンケート調査に

ついて、14年度は集計分析を行っております。

14年度は卒業生の経営タイプの異なる５事例につきまして、経営発展の過程と経営状況等に

ついての実態調査を行っております。これらについては今後の在校生の教育、卒業生の生涯教

育に生かしていくことにしております。

北海道・東北地域、九州地域において、卒業生を対象とした研究集会を実施しました。テー

マは、北海道・東北は「食と農とフードシステム 、講師は千葉大学の齋藤先生にお願いしまし」

た。九州は「さまざまな選択の中で－卒業生は今」と題し、パネリストは、本校の講師を務め

ていただいております宇根先生にお願いして実施をしました。これらの概要については、既に

独立行政法人農業者大学校のホームページに掲載しています。

関係機関への情報提供等については、情報誌「大地の教育」第２号を発刊しております。こ

の第２号の発刊に際しては、創刊号を発刊しましたので、そこでいろいろなご意見をいただき、

その意見を参考に内容を充実して３月に発行いたしました。これは非常に人気がよく好評を得

ており、最初 1,100部印刷したんですけれども、今回は 1,200部印刷いたしました。配布先は、

全国の普及センター、県庁の農業関係部局、農林水産省、農業高校等であります。

有機農業を実践する卒業生の農場において、現地公開講座を10月に開催しました。開催場所

は、本校の第１期卒業生、埼玉県の小川町にあります金子農場です。２月には、多摩市との共

催で、食や農業、農村の役割について考える３回にわたる公開講座を実施しました。初回の講

師は、本校の講師を務めていただいております服部信司先生にお願いしました。２回、３回は

本校の卒業生と、それから、卒業生がやっておられる牧場の現場において実施しました。
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財務内容の改善につきまして、これは予算及び資金を一元的に管理し、業務の進捗状況にお

いて円滑な業務運営ができるよう、資金を配分するとともに、ことしは学生募集活動に資金の

配分をふやして、効率的な業務運営に努めてきました。短期借入金を借りるような事態は生じ

なかったことをつけ加えさせていただきます。

その他といたしまして、施設及び整備に関する計画では、本校においては、学生の生活環境

を整えるために、学生寮の空調と女子寮の改修工事を実施してきました。常緑果樹農業研修所

においては、農機具の格納庫の改修を行ってきました。

職員の人事に関する計画は、業務の効率的な実施を図るため、庶務部門においては業務分担

の見直し、業務部門においては重点項目ごとの推進グループを設置し、中期計画の達成を図っ

てきたところでございます。職員の資質向上を図るために、国の機関との人事交流、国、人事

院等で行われる研修には積極的に職員を参加させてきたところでございます。

以上でございます。

○松本分科会長 以上、農業分科会に属する６法人すべてから、平成14年度の業務実績概要の

報告を受けたわけでございます。

それでは、ただいまから質疑応答の時間に入りたいと思います。各法人の平成14年度業務実

績報告につきまして、それぞれどこからでも結構でございます。

○德江委員 ３つのセンターに関しまして質問させていただきます。

第１番目が農林水産消費技術センター、今のご報告の３ページ、財務内容の改善のところな

んですけれども、私の理解不足かもしれませんけれども、運営費交付金の節約に努めて、こう

こうこれだけの経費が出たというふうになっておりますね。だから、もしこの節約に努めなけ

ればこの立入検査はやらなかったのかどうかということ、１点です。

それから２点目、家畜改良センターですけれども、５ページのところの財務内容の改善です

けれども、剰余金の使途のところで約 6,000万円剰余金が出ました。これは経営努力によって

生じたものだということなんですが、たしかこれは昨年も出たと思います。どれくらいかは忘

れましたけれども、一応センターが作成して、監事の監査を受けた後、財務省との折衝で変更

があったんじゃないかと思いますけれども、そういうことがあり得る可能性があると思います

ので、経営努力によって生じたかどうかの、この辺の論拠というか、根拠を明確にしておいて

いただかないと、また財務省との折衝で変更させられるということがあるんじゃないかという、

この辺をお尋ねします。

３点目、肥飼料検査所でございますが、これも私の理解の不足か、あるいは聞き漏らしたか
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もしれませんけれども、１ページの14年度の職員１人当たりの登録等の調査件数、調査件数に

ついては、83.0％とか、毎年５％というような計画をされているようですけれども、業務量が

増加し、調査に要する労働時間も増加している。これは全体の総労働時間がふえたということ

なのか、あるいは１件当たりの所要の労働時間がふえたのか、この辺がわかりにくかったもの

ですから、ご説明いただきたい。

以上、３点です。

○消費技術センター理事長 ご説明が十分じゃなくて申しわけありませんが、立入検査という

のは、どういう時間、内容がついているか、非常に私ども重要と考えておりますので、経費節

約があったからというわけではなくて、そちらの方を優先して、それでかつ例えばこれは立入

検査は旅費等が非常にかかるんです。それと、年度の当初から計画が立ちにくいという部分で

ございますので、別の経路で、ほかの調査と抱き合わせて行ったり、そういう形で工夫して効

率化を図って対応した、そういうふうにお受け取りになっていただきたいと思います。

○家畜改良センター理事長 昨年９月の分科会でしたけれども、小一時間、この目的積立金の

ために要していただきましてありがとうございました。德江委員からお話がありましたとおり、

９月の時点では 3,500万円ほどでお願いしておりました。最終的に財務省からは 3,100万円と

いうことでございました。どんな部分が減ったかというと、実は立木を伐採した売却費なんか

だめだ、自分の努力ではないというようなことでしたが、その経過を通じまして、財務とは４

点、基準といったらよろしいんでしょうか、できました。１つは、法人の経営努力によるもの、

これは法律どおりでございます。２つ目が、国からの運営費交付金から利益が出ていないこと、

そして、３つ目が、自己収入は予算額以上であること、そして、４つ目が現金ベースでお金が

残っていること、この４点を基準といたしまして昨年財務省とお話がつきましたので、今回の

6,000万円弱で算出しておりますが、昨年の 3,100万円ベースと同じ計算をしたということで

ございます。

以上でございます。

○肥飼料検査所理事長 前提として、業務量が結果としてふえたということになりますけれど

も、先ほど申し上げましたように、計画で想定しているのは、毎年５％程度の効率化です。で

すから、効率化が寄与した部分もあるわけですけれども、それ以外の部分は残業などで対応し

たということでご理解いただければと思います。

○松本分科会長 それでは、そのほかどうぞ。

○菊池専門委員 直接独立行政法人のどこがではないんですが、肥飼料検査所とか、農薬検査
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所については特にお願いしたいなと思うんですが、こういった実績を上げているわけですが、

特に残留農薬、あるいは使用農薬の部分の中で、私は農民ですから、近くにたくさんの作物を

つくっている方がいるんですが、私の組合の役員会なんかでも、農薬の規制が非常に強くなっ

ている。それはそれで消費者に対して当然のことである、そういう認識はしているんですが、

では、今まで使ってきた農薬の代替に何を使ったら安全なのか、そういう伝達の方法とか、結

局は農家への伝え方です。その辺のところを、地方自治体、あるいは農業組織、もちろんイン

ターネットでもいいんですが、もう少しわかりやすく、早急にやらないと、後で残留農薬の問

題がまた出たりするのではないか。特に最近も栃木にもあったようですが、関東か何県かの県

で、使用許可が出ていない農薬が使われたという部分が新聞に出ていましたけれども、自分ら

の感覚ではそういうものが流通していること自体が非常に疑問なんです。これだけ検査して、

非常に神経質になっている状況にあって、それが農家段階で利用できてしまう流通システムが

どこかの中であるということに、自分たちでは非常に理解しがたいんです。現実にあるとすれ

ば、そういったものについては使ったら絶対だめですよという部分が、製品名でないとなかな

か農家レベルではとらえることが難しいのかなと思います。そういった部分を、何かこれだけ

検査して、これだけチェックもしようとしているのであれば、農家レベル、農家あるいは団体

等への伝達の方法については、ぜひそういう部分の研究も非常に大切ではないか、そんな感じ

がしますので、お願いをしておきたいと思います。

以上です。

○生産局生産資材課長 今の話は行政の話かと思いますので、検査業務とは直接かかわりませ

んので、私の方からご説明いたします。

今の点は、要するに、使用できない、そもそも登録されていない農薬というのは今回相当な

取り締まりをして、世の中には多分もう出回っていないんだろうというふうに思っております

が、農薬はそもそも使っていい作物というのが決められておりまして、おっしゃっているお話

は、使っていい作物以外のものにも使っているという実態がある、そういう栃木県の例という

ことだろうと思います。実際今までもそういうものにつきましては指導で、なるだけ農薬の適

用作物だけ使うようにということでやっていたんですが、今回法律改正になりまして、そうい

う作物にしか使用できないという、罰則つきの規定になったということです。ただ、これでは

いわゆるマイナー作物といいますか、そういう地域特産の作物で適用拡大がなかなか進んでい

ないという実態もあるものですから、それは大変困るということなので、経過措置ということ

で、各都道府県知事がそれぞれの責任に基づきまして、農林水産大臣に暫定期間中に使用の許
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可をもらうという、経過措置を設けたわけです。当然安全性の確保というものを前提とした措

置を講じるということ、そういうことを前提としております。

そういうことで、いずれにしましても、作物ごとに、あるいは農薬ごとに、どういうものに

使えるのか、あるいはこの作物はどんな農薬が使えるのかという、そういうものにつきまして、

我々としても相当努力をいたしまして、ホームページも開設いたしまして、農林水産省のホー

ムページからアクセスできるようにしております。そういう努力をしておりますし、それもま

だ不十分という声も聞きますものですから、さらに充実していきたいと考えております。

それから、農薬取締法改正全般につきましては、約 400万部のタブロイド版を、ほぼすべて

の農家にお渡しできるような形でお示しもしております。ただ、これではまだ不十分というこ

ともあるかと思いますので、この努力というのは引き続きやっていきたいと思っております。

後でもご説明いたしますけれども、農薬検自身も情報をいろいろと提供しなければならないと

いうようなことだろうと思いますので、新しい中期目標にその部分も追加して、そういうふう

な業務を新たにやっていきたいというふうに考えております。

以上です。

○松本分科会長 そのほかご意見をちょうだいしたいと思います。

○小林委員 家畜改良センターに一つだけお尋ねしたいのですが、３ページの個体識別事業の

推進というところで、１日に２万件のアクセスがあるということで、皆さんの関心の高さと、

それから、ＢＳＥ感染牛に関しても、検索が非常に迅速にいっているということで、４号目以

降については、１日だということですから、従来の数十分の一ですべての情報がそろっている

ということで、コンピューターの威力というのはよくわかるのですが、コンピューターでやっ

ても１日かかるというのは、多少わかりにくいということがあります。つまりもっと瞬時にで

きないものなのか。その辺はいろいろ現場でご苦労があると思うのですが、こういうふうに書

かれていますと、何か問題があるのか、例えば、データの信憑性ですとか、あるいは今後もさ

らにそれが迅速化されるという可能性がどの辺にあるのかという点で、一応確認ということで、

少し細かい点で恐縮なのですが。

○家畜改良センター理事長 本当に本質をご指摘でございます。私どもの先ほどの５－３－１

のくだりですけれども、一応15年度以降のところで、確実な業務運営のための体制整備が必要

と考えている、ここにすべてを凝縮したわけでございます。今、小林委員からご指摘ありまし

た、膨大なデータをやっている。これはスピーディーにやっているけれども、本当に求められ

るデータ、求められる精度がどうなっているかということだと思います。
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まず、最初に精度の方からまいりますと、今まではやはり任意といいますか、ＢＳＥ対策特

別法によって個体識別をやるんだとありましたが、罰則規定等はございませんでした。したが

いまして、本当のぎりぎりのところで、では、本当に間違いない情報が上がっているか。こう

いったところは、実は漏れはあったのではないか。それが今衆議院を通過し、参議院でご論議

いただいております牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法、いわゆる

トレーサビリティー法ですが、これによって罰則規定が設けられますので、これによって精度

はかなり上がるのではないかと思っております。

それから、２つ目の情報の伝達ですけれども、これは今本当に最低限の情報提供ということ

でございます。したがって、ここは今後もっともっとユーザーの方が求める情報、もっともっ

とユーザーの方が求めるスピーディーな情報、ここには努めなければならないと思っています。

このことは、実は隣におります畜産技術課長からもかなりきつめにご指導をいただいておりま

して、きつめのご指導だけではなくて、必要な予算的なことも考えようではないかということ

で、これから取り組んでまいりたいと思っているおります。いずれにしましても、ユーザーに

喜ばれる情報を提供しなければなりませんので、今後ともご指導をいただきたいと思います。

ありがとうございました。

○松本分科会長 そのほかご意見ございませんでしょうか。

私も委員の一人でございますので、１つ質問させていただきますが、この質問はもっと早い

段階に申し上げるべきではなかったかと思いますが、家畜改良センターさんの３ページのとこ

ろに、飼料作物の種苗という格好で書かれております。この字面から追いますと、これは種苗

の管理センターのお仕事ではないかなと思いますが、人間の食べる種と、家畜の食べる飼料と

は違うんだという、何かそういうご説明か何か、聞かせていただきたいと思いますが。

○家畜改良センター理事長 会長のご指摘のとおりでして、人間さまの食べるものと、家畜の

飼料とで分けております。法律で家畜改良センター個別法で飼料作物に関する種苗は家畜改良

センターの業務の対象となっています。

○種苗管理センター理事長 ちょっとつけ加えます。食べるもの以外に、いわゆる花ですとか、

そういうものすべて種苗管理センターでございまして、植物全体から飼料作物だけを除いてい

るというふうに御理解下さい。

○松本分科会長 飼料作物だけを除いている、そういうことですね。

そのほかございませんでしょうか。

それでは、ご意見が一応出尽くしたと判断いたしまして、今後14年度業務実績評価につきま
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して、各プロジェクトチームごとに作業を進めるよう、お願いしたいと思います。

それでは、３つ目の議題に入ります。次の議題は、既存の独立行政法人の中期目標の変更と

いう議題でございます。事務局の方から説明をお願いしたいと思います。

○生産局総務課長 資料６でございますけれども、１枚紙、総括表を頭につけております、独

立行政法人の中期目標等の変更についてということでございます。今回ご説明いたしますのは、

農林水産省消費技術センター、種苗管理センター、肥飼料検査所、農薬検査所でございます。

詳しくはそれぞれ後ほどご説明申し上げますけれども、先ほど来お話が出ておりますけれども、

現在食の安全・安心ということで、国会に法律を出しております。法律改正に伴う新規業務の

追加、それともう一つ、これも法律といえるわけでございますけれども、新しく組織を見直し

いたしまして、７月１日を計画しておりますけれども、消費安全関係の新しい組織を設けると

いうことにしておりますが、それにあわせまして、私どもの農林水産行政全体の食の安全・安

心に関する大綱的な業務を今後どうやっていくかという取りまとめをして、これも６月いっぱ

い、７月までに取りまとめるということにしております。その２つの事柄に関連する変更とい

うことでございます。

ただ、ここで申しわけございませんけれども、先ほど来話にございますように、法律につき

ましては参議院におきましてまだ審議中でございます。したがいまして、そういう意味では完

全に正式に固まっているというわけではございませんけれども、現在の案に従ってご説明をさ

せていただきまして、それを踏まえまして、中期目標等の変更案を示させていただいているわ

けでございます。

また、はなはだ勝手でございますけれども、近々法律も通ると私ども考えておりますので、

正式に法律が通り、それに沿いまして所要の事務的な調整を行った上で、固まりましたら、正

式な諮問答申という形で後日書面の形で委員の皆様方のご意見を伺うという手法をとらせてい

ただきたいと考えております。次回皆様にお集まりいただくのは８月に入ってと考えておりま

すので、新しい組織が今のところ７月に動き出すということもございますので、できれば書面

という形でご意見を正式にはうかがわせていただきたいと考えております。

本日は現在の政府案、私どもの案の段階でございますけれども、これに沿った計画の変更等

につきましてご説明させていただきたいと存じます。

○松本分科会長 それでは、中期目標、中期計画、業務方法書の変更につきまして、各担当の

方より一括して説明をお願いいたしまして、４法人すべて終了した後に、全体として質疑応答

を行う、こういう手順で進めたいと思います。
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なお、時間が限られていることは前から申し上げているわけでございますが、ご説明は極力

簡単にお願いいたしまして、１法人当たり５分程度でお願いできないか、こういうふうに思っ

ております。

それでは、まず農林水産消費技術センターからお願いいたします。

○総合食料局品質課長 資料６－１によりまして、消費技術センターの中期目標及び中期計画

の変更のポイントについて、簡潔にご説明申し上げます。

１の（１ （２）にございますように、中期目標の変更の理由としては２つございます。第）、

１点はリスクコミュニケーションの関係でございます。今、生産局の総務課長からもお話があ

りましたが、食品安全基本法、先月成立いたしておりますし、今、農林水産省設置法改正等が

最終的に国会でご論議いただいているところでございます。これに加えまして、食の安全・安

心のための政策大綱というものを取りまとめ中でございます。こういった一連の枠組みにおき

まして、今後リスク分析という新しい考え方で行政をやっていくということになるわけでござ

いますが、この中で特に関係者の間での情報や意見の交換、透明性の確保、情報の共有といっ

たようなことで、リスクコミュニケーションをかなり強化していくということを考えているわ

けでございます。

この場合に、消費技術センターは、先ほどの業務実績のご報告にもございましたように、消

費者からの相談、企業からの相談、あるいはいろいろなセミナー、講習会等を従来からやって

おりますので、この消費技術センターがリスクコミュニケーションの重要な拠点になるという

ことが期待されるというふうに考えております。したがいまして、１の（１）に書いてござい

ますように、センターにおきまして、安全・安心に関係する専門的な情報や、消費者からの質

問等を収集整理いたしまして、そこに消費者なり事業者の方がアクセスすれば、いつでもそう

いった情報が入手できるという、情報の拠点の機能を発揮していただきたいというふうに思っ

ております。

また、安全・安心に関する情報窓口、あるいは消費者の意見表明の機会の確保といったよう

な観点で、リスクコミュニケーションの拠点という機能を今後発揮していただきたいというの

が、１点目の中期目標の変更の理由でございます。

２点目は、表示の関係、表示の監視強化あるいは分析の機能の強化という点でございます。

食品の表示に関しましては、昨年来いろいろな不正な事案が発生いたしまして、私ども行政と

いたしましてもさまざまな対策を打ってきたつもりでございます。こういった状況の中で、恐

らく、７月から農水省の組織自体も大きく変わる中で、新しく設けられます農水省としての地



- 38 -

方農政事務所で、表示の監視業務をかなり強化していくということを考えているわけでござい

ますが、一方で、消費技術センターにつきましては、従来から食品の分析、解析等を非常に得

意な分野にしておりますので、最近ではＤＮＡ解析技術などを用いますと、例えばお米の品種

等々の特定ができるということでございます。こういった技術を活用しまして、食品の表示が

本当に正しいものなのかどうかということを検証していくということについて、センターの役

割をさらに強化していただきたいというふうに考えておるわけでございます。

また、従来から、表示の関係で申し上げますと、厚生労働省が食品衛生法を所管されており

ます。私どもはＪＡＳ法によっていろいろな表示のルールを設けておりますが、いろいろなこ

とを問い合わせる際に、食衛法は厚労省に行ってくれ、ＪＡＳ法は農水省に行ってくれという

ことでは不便で、縦割りでかなわないというようなご指摘をいただいておりましたので、昨年

の12月から、いわゆる共同窓口ということで、厚労省ともご相談しまして、消費技術センター

に食品衛生法の関係がわかる方にもおいでいただきまして、１カ所で、ワンストップであらゆ

る表示のご質問にお答えできるということを去年の12月からやっております。これは大変好評

をいただいておりまして、かなりの問い合わせ件数をいただいておりますので、こういったこ

とも中期目標に位置づけまして、一連の表示の対策の一環として、センターの機能の強化を発

揮していただきたいということでございます。

２に書いてございます中期目標の変更内容は、今、申し上げた１点目リスクコミュニケーシ

ョンの関係、２点目が表示の監視強化に関する事項でございます。

３にございます中期計画の変更につきましても、今、申し上げた中期目標の関係の変更と、

あわせまして、人員増を予定しておりますので、この関係の予算なり人員に関する指標の変更

もお願いできればということで考えております。

簡潔ですが、以上でございます。

○松本分科会長 それでは、続いて種苗管理センター、お願いします。

○生産局種苗課長 資料６－２をごらんいただきたいと思います。

独立行政法人種苗管理センターの中期目標等の一部変更についてということでございまして、

昨年12月に公布されました知的財産基本法、あるいは同じく12月に決定されましたバイオテク

ノロジー戦略大綱に基づきまして、知的財産として植物の新品種の保護をしていこうというこ

とを今進めているわけでございます。これに関連いたしまして、私どもの所管しております種

苗法の一部改正も今国会審議中でございますが、それから、海外に最近種を持ち出されて日本

にその製品、収穫物が輸入されるという問題がありまして、これについては、財務省の税関で
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チェックをいたします知的財産権の侵害物品ということで、関税定率法の改正、これは既に今

年度４月１日から施行されております。

こういった保護の動きにあわせまして、特にそういった権利をお持ちの方から、権利侵害に

対抗する手段として、公正中立第三者機関で、そういった品種の類似性についての試験をして

ほしいという要望が寄せられていたわけでございます。それを受けまして、政府としての取り

組みを強めるという、先ほどの知的財産基本法の規定等も受けまして、独立行政法人種苗管理

センターにおきまして、ＤＮＡ鑑定あるいは比較栽培試験といった業務を行いたいということ

でございます。

これはあくまで種苗管理センターの柱となる業務として追加をするということではございま

せんで、付帯する業務としてつけ加えたいというふうに考えておりまして、２の中期目標の変

更内容のところにございます品種類似性試験に関する事項の追加は、付帯業務に追加をしたい

ということでございます。

なお、あわせましてセンターの中期計画の中におきましても、中期目標の変更に対応いたし

まして、付帯業務に品種類似性試験の業務を追加したい。それから、それを担当します人員に

ついては、既に予算措置がされておりますので、それに対応した人件費等を今回改定をしたい

ということでございます。

あわせまして、業務方法書にはより詳しくその品種類似性試験の内容等について触れたいと

いうことでございます。

それから、もう一つ※でなお書きで書いておりますが、遺伝子組換え生物等の使用等の規制

による生物の多様性の確保に関する法律、これも国会で審議中でございますが、種苗につきま

しても、種苗が流通する際に遺伝子組換え植物で安全性の確認されていないものが流通しない

ようなことも、この法律に従いまして種苗管理センターで検査をする。これは法定の準備にな

るわけでございます。これも国会で審議されて、決まり次第中期目標等に追加したいというこ

とでございます。

以上でございます。

○松本分科会長 それでは、続きまして、肥飼料検査所、お願いします。

○生産局生産資材課長 資料６－３でご説明をさせていただきます。

肥飼料検査所では、飼料取締法につきましても、また飼料安全法につきましても、それぞれ

改正を現在国会で審議をしていただいております。

まず、１の（１）は、肥料に関係する事柄が記載されております。これまで肥料が直接原因
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となりまして人畜の健康への被害が生じたという、そういう事例はないわけなんですけれども、

と申しますのが、肥料に有害成分がもし仮に入ったとしても、有害成分の基準というのは法定

規格というもので定められておりまして、それ以上は混入してはならないという決まりになっ

ております。仮に何らかの形で混入したとしても、人畜への影響が生じる前に植物自身が要す

るに成長をとめてしまうというような観点から、そういう意味で人畜への影響という事例とい

うのはなかったということです。ところが、最近下水汚泥等を原料といたします、いわゆるそ

ういうものの肥料が循環型社会というような関係で相当多量に出回ってきております。この中

には重金属が含まれておりまして、特にカドミウムにつきましては、これは植物に影響を与え

る以前に、人畜への影響というのが懸念される、そういう物質でございます。こういうものが

多量に施用される、施用の仕方によっては、人畜への害が生じる恐れがある、そういうような

ものにつきまして、今のようなものにつきまして、普通肥料の中で新たに特定普通肥料という、

そういうジャンルを設けまして、その施用方法につきまして使用の規制をするという、そうい

うような法律改正の内容を現在上程をしている、そういうことでございます。

したがいまして、特定普通肥料に含まれます有害成分の農作物への移行ですとか、あるいは

施用した土壌中での残留の調査というようなことが新たな業務として必要になっております。

あるいは、特定普通肥料がちゃんと施用の基準に従って施用されているのかという、そういう

リスク管理を行わなければならないというような業務が新たに必要になってくるということが

ございます。

２番目は （２）でございますけれども、飼料に関して書いてございます。何点か飼料安全法、

につきまして、法律改正事項がございますけれども、まず第１点は、①に書いてございます。

飼料につきましては、多くを海外に依存しておるという状況でございますけれども、よく気象

の関係、天候の関係で、輸入されます飼料の中にかびが紛れ込んでおって、それらを通じまし

て、人畜への影響という、そういうようなことが生ずる恐れがあるわけでございます。したが

いまして、そういう可能性があるような飼料を輸入する場合は、あらかじめ農林水産大臣に届

け出の義務というようなことを新たに法律で措置しようというふうに考えております。これが

まず第１点でございます。

②でございますけれども、これはまた別の観点なんですけれども、特定の飼料、特に品質の

安全性が求められるような飼料につきましては、これまですべて検定をするという、そういう

仕組みだったわけなんですけれども、そういう飼料をつくります工場がある一定のよい品質を

つくる製造の能力を持っているという、そういうようなことを農林水産大臣が認めました場合
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は、そういうものが業者が登録を受けてそれを販売することができるという、登録制度を導入

しようというふうなことも今国会に提出されているということです。したがいまして、その下

にございますとおり、輸入飼料穀物の有害物質等に関する汚染状況の監視、あるいはリスク管

理の強化、あるいは先ほどの登録制度にかかわります登録を申請する業者に対する検査という

のが、新たな業務として生じるわけでございます。

それから （３）に書いてございますのは、リスクコミュニケーションという関連で、リスク、

コミュニケーションのうちでも、情報の提供というような観点で、肥料、飼料に関します有害

成分の情報ですとか、あるいは有害成分の農作物への移行、残留というような情報を広く提供

しようというようなことでございます。こういうような観点から、中期目標につきまして見直

しを行ってまいりたいというふうに考えております。

次のページをおあけいただきたいと思いますけれども、繰り返しになりますけれども、中期

目標の変更内容は、先ほど申し上げましたようなところでございます。１点漏らしておりまし

たのが （２）の飼料の関係の国際基準に準拠した分析体制の整備ということでございますけれ、

ども、これにつきましては、有害成分を含む飼料につきましては、これまでの法律では流通の

規制にとどまっておりましたけれども、今回新たに使用規制、あるいは輸入規制という規制が

強化されるということになっております。あるいは現在コーデックス、国際的な機関で適正動

物使用実施規範という、飼料の安全性を検査するための国際的な分析手法につきまして、規範

を定め、各国がそれに準拠するという、そういうようなことになっておりますので、それに対

応した分析体制の整備を図るということも加えております。

３は、中期計画の内容変更でございますけれども、先ほど申しました点に加えまして、人員

増に対する予算、指標の変更ということで、現在定員としましては全部で12名、うち飼料で８

名、肥料で３名、それから、管理部門に１名ということで考えております。それから、業務内

容の変更につきましては、以上を踏まえました点でございます。

それから、なお書きでございますけれども、これは先ほどのとおりでございまして、特に肥

飼料検査所では、飼料の輸入に関する水際の検査というような観点から、新たな業務が生じる

と考えられるということでございます。

引き続きまして、農薬検査所につきまして、ご説明をいたします。資料の６－４をごらんい

ただきたいと思います。

これは今回ご審議いただいております農薬取締法の改正とは直接関係はいたしませんが、間

接的に関係をいたします点でもありますし、先ほど菊池委員からご指摘があった点、まさにそ
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のものでございます。前回の臨時国会で農薬取締法が大幅に改正をされまして、新たに使用基

準というのが義務化されました。要するに、この農薬はどの作物にどれだけの量をいつまでに

使用しなければならないかという、そういうようなことにつきまして、基準が定められました。

それを基準を守らない場合は、直罰規定が下されるという、そういうきつい規制が引かれたわ

けでございます。そういうことをしっかり守っていただくためには、当然のことながら農薬に

関しますいろいろな情報を提供しなければならない。特に生産者のみならず、食の安全という

観点から、国民に広く提供しなければならないということでございます。

これまでも最低限の情報につきましては、私どものホームページ等を通じまして流しており

ますし、その内容も徐々に充実させてきているところではございますけれども、改めまして、

農薬検査所に情報の整備をいたしまして、いわゆる安全性に関する情報ですとか、あるいは農

薬の使用方法に関する情報ですとか、幅広い観点からの農薬に関する情報を整備するという、

そういう業務をやっていただきたいというふうに考えております。

したがいまして、２はそういうようなことでございますし、３の中期計画につきましても、

そういう内容に加えまして、人員増、現在７名の増ということを考えておりますけれども、そ

ういう内容を考えております。

業務方法につきましても、ここに掲げられているとおりでございます。

なお書きにつきましても、先ほどと同様でございますけれども、農薬検査所で関係いたしま

すのは、いわゆる天敵ですとか、あるいは微生物農薬という、要するにこういうものも農薬の

一種でありまして、こういうものが組み換えたいという形できた場合に、適正な管理をすると

いう水際の防止をするという観点から、今後そういう業務が想定されるということでございま

す。

以上でございます。

○松本分科会長 次に、今回変更の提案はございませんが、家畜改良センターの方から、次回

予定している変更について説明がございますので、よろしくお願いします。

○生産局畜産技術課長 お手元の資料６の一番下の方、４のところ、今後の変更予定というと

ころで書かせていただいております。現在、牛のトレサ法、国会で出ています。新たな法律と

して出ております。その中で、牛の個体識別、まさに産まれて、すぐに耳に指標をつけて、そ

の牛、１頭、１頭の個体識別番号を管理するというセンターとして家畜改良センター、現在も

準備移行機構として機能しておりますけれども、新たにこの法律ということに伴いまして、こ

の７月にも全体の組織の大きな流れの中で、家畜改良センター等で増員11名を予定しておりま
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す。しかしながら、新法ということで、今後施行に当たりましては今審議中でございまして、

施行が成立から６カ月以内で考えておりまして、その間に政令あるいは省令等、細かな規定を

今準備するということでございますので、そうしたものをあわせて今回家畜改良センターに、

そうした個体識別の業務を委任するということ等、詳細につきまして、決まり次第中期目標等

変更をさせていただくことになっております。

以上でございます。

○松本分科会長 それでは、質疑応答の時間に入りたいと思います。どうぞご意見のある方、

あるいは質問のある方はどうぞ。

○福田専門委員 消費技術センターのお話につきまして、１つだけ質問させてください。食品

表示の監視強化の話がありました。この中で、食品表示の分析等の能力を高めていくというお

話がありましたが、一方で地方農政事務所というのが今後できるということでございますが、

そうしますと、末端の店頭等での小売りベースでのそういう表示の調査等々は主として地方農

政事務所がやって、機能分担を少ししていくという、こういうとらえ方でいいのか。そうなっ

た場合に、末端での調査の件数といいましょうか、回数といいましょうか、サンプリングは相

当大きくなるというふうに考えてよろしいかどうか、この点、お伺いしたいと思います。

○総合食料局品質課長 今、おっしゃられたとおりでございまして、店舗の、いわゆる巡回業

務につきましては、さっきご説明申し上げましたように、地方農政事務所の職員をかなり大幅

に人間を増やしまして、担当するということになるわけでございます。当然そうなりますと、

回る店舗の数、あるいは買い上げる食品の点数も増えてまいりますので、そういった意味でそ

れを受けて分析をするセンターの側の分析の点数も、それに応じて増えてふえてまいりますし、

そのためにセンターの担当の職員も強化しようというふうに考えているところでございます。

○松本分科会長 そのほかどうぞ。

ございませんでしょうか。

ただいまご提案のありました独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人種苗管

理センター、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所の中期目標、中期計画、業

務方法書の変更につきましては、今回の案で皆様方のご了承がいただけるものと考えておりま

すけれども、正式な答申につきましては、大臣より諮問がございます。その諮問が出ました後、

再度皆様方に書面でもってご意見を伺いたいと思います。その上で、処理を行いたい、こうい

うふうに考えておりますので、その際にはどうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。

それでは、次の議題に移ります前に、ここで一たん休憩をしたいと思います。ただいま４時
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10分でございますので、10分間の休憩をいたします。４時20分から再開をしたいと思います。

午後４時１０分 休憩

午後４時２０分 再開

○松本分科会長 それでは、議事を再開したいと思います。

次の議題、４つ目の議題は、平成15年10月に新たに設立されます独立行政法人の中期目標

（案）に関する事項でございます。事務局より、まずご説明をお願いしたいと思います。

○大臣官房文書課調査官 それでは、お手元に資料７があるので、それをご参照いただきたい

と思います。資料の一番上が独立行政法人農畜産業振興機構についてという、１枚紙が入って

いますので、これのダブルクリップを取っていただくと、４種類資料はあろうかと思います。

これが資料７でございます。

内容でございますが、昨年の秋の臨時国会におきまして、従来特殊法人あるいは認可法人と

いう形態であった法人について、それぞれ独立行政法人化するという法律が国会で可決成立い

たしまして、ことしの10月１日から、農林水産省関係では、６つの独立行政法人が新たに設置

されるということとなりました。このうち、農業分科会におきましては、お手元の資料にござ

います農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金、水資源機構の４つを担当して

いただくこととなります。本日は、それらの法人にかかります概要の紙と、中期目標の現段階

の案をお配りしております。中期目標につきましては、ことしの10月１日の設立、そのときに

法人にするということで、若干段階としてはまだ早いわけでございますが、一方で、今月の16

日にこの中期目標につきまして、内閣官房の方に設けられております特殊法人等改革推進本部

の参与会議というところがヒアリングをするという予定になっております。また、このヒアリ

ング、参与会議においては、全体、今回特殊法人、認可法人が独立行政法人化するわけでござ

いますが、それに当たりまして、独立行政法人の一つの趣旨として、目標あるいは計画に対し

てどの程度それが達成されたかというのをきちんと事後的にフォローするというところに存在

意義があるということで、そういうフォローをするために、中期目標、中期計画というのをで

きる限り定量的な指標を置くべきであるというような考えから、その内容についてヒアリング

をするということになってございます。

そういう関係がございますので、本日は参与会議というところに出す資料の形というような

もので、左側に中期目標、右側にそれに対応する中期計画というのの記載例がございますが、

この左右対称にした表を、この評価委員会の分科会の方にもご提示させて、ご説明させていた
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だきたいというものでございます。

○松本分科会長 ただいま事務局から説明がございましたように、資料７の中期目標は、あく

までも作成の途中にあるものでございますので、中期目標の案が固まった段階で改めてご審議

をいただくとして、本日は各法人ごとにご説明をいただき、４法人すべて終了した後に、ご質

問をちょうだいしたい、こういう手順で進めていきたいと思います。

なお、時間が限られておりますので、ご説明は極力また簡単にお願いをするということで、

１法人当たり10分程度でいかがでしょうか。

それでは、まず農畜産業振興機構について、お願いいたします。

○生産局畜産企画課長 お手元の方の最初の資料でございます。縦長の紙、独立行政法人農畜

産業振興機構について、それから、横紙で、中期目標等についての資料を２種類付けてござい

ます。

まず、新しい機構の概要についてご説明したいと思います。縦長の方の資料をごらんいただ

きたいと思います。

先ほど文書課の方からも説明がありましたが、特殊法人等整理合理化計画に基づきまして、

今回２つの法人について、独立行政法人とすることにしております。そこにありますように、

農畜産業振興事業団、これは畜産あるいは砂糖、蚕糸、こういった農産品につきまして輸入、

売買、あるいは交付金の交付などの業務、こういったものを行ってまいりました。

それから、野菜供給安定基金がございますが、これも野菜につきまして価格低落等のときに

生産者に補給金を交付するというような業務を中心として業務を行っております。

今回、整理合理化計画に基づきまして、この２つの特殊法人あるいは認可法人につきまして、

一つに統合するということでございます。もちろん、統合に当たりましては、基本的に業務の

見直しを行っておりまして、一部の業務を廃止した上で、新しい機構の方に引き継ぐという形

になってございます。

新しい機構でありますが、その下の方に書いてございますように、上の２つの法人を統合し

ました関係で、畜産関係業務、野菜関係業務、砂糖関係業務、蚕糸関係業務という、四本立て

の業務になります。

主な業務としましては、畜産関係業務は、畜産物の生産、流通の合理化、そういったものに

対する助成業務、それから、加工原料乳の生産者補給金の交付、乳製品等の輸入・売買、さら

に肉用子牛の生産者補給交付金、こういった業務を中心としております。いずれも国の施策を

補完する、あるいはそういう価格の変動等に緊急的に対応するような業務でございます。
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それから、野菜関係であります。これは基本的には野菜安定供給基金の業務を引き継いでお

ります。野菜の生産者補給金等の交付、それから、新しい業務になっておりますが、野菜の契

約取引に係る交付金の交付、そういった業務でございます。

それから、砂糖関係、これは砂糖の輸入に係る調整金というものを徴収しておりまして、こ

ういった財源により、国内産糖交付金等の交付を行うという業務でございます。

それから、蚕糸関係業務です。これも生糸の輸入、それから、売買という業務を中心として

おります。

以上、申し上げましたように、基本的には事業見直し等で新しい機構の方に業務を引き続き

実施する。ただ、これまで２つの団体がやっていたものを、基本的に一つの団体として統合し

てやっていくという形になっております。

横紙の方の中期目標でございます。先ほど文書課の方からありましたように、今、検討中の

ものでございますが、中期目標に入ります前に、ちょっと機構の性格について触れておきたい

と思います。先ほども申し上げましたように、機構の業務につきましては、基本的にいろいろ

な法制度がございます。例えば、加工乳ですと、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法がござ

います。それから、肉用子牛、それぞれ法律制度がございまして、機構はそういった法律制度

に基づきまして具体的な執行を行う政策の執行機関であるという役割が一つございます。その

関係で、公共性の高い業務を行っております。当然その執行の過程でいろいろな問題が起きて

まいります。その点につきましては、国民の皆様の信頼確保という観点が重要な課題だと思っ

ております。私どもとしては、そういった執行機関としての役割、さらに相当な国庫財源もつ

ぎ込まれていることにもかんがみ、業務運営の効率化、適正化、こういった点が新しい機構の

大きな一つの課題だろうというふうに考えております。

実は、農畜産業振興事業団におきましては、一昨年のＢＳＥの発生以来、ＢＳＥ関係の多く

の事業を執行機関として実施しておりますが、その過程で、必ずしも十分適切あるいは効果的

な執行が行われたどうかという問題がございました。私ども、事業団の方に早速指示いたしま

して、内部の事業の総点検等を開始したところでございます。今回の中期目標に当たりまして

は、そういった業務点検の結果というものを踏まえて、より効率化、あるいは適正化という観

点に立って、きちんと業務を進めてもらいたいというふうに考えているところであります。

中期目標については、資料第１から始まっておりますが、先行法人がございますので、枠組

みはそういったものを参考にしております。

特に第２の業務運営の効率化でございます。第１点は、やはり経費等の抑制という点で、人
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件費あるいは調査、こういった固定的な費用を除きまして、一般管理費につきまして、毎年度

１％ずつ抑制していくということを目標としております。

それから、第２の２の、業務執行の改善であります。機構の内部に外部専門家、あるいは有

識者等からなる第三者機関を置きまして、具体的な業務のあり方、点検、あるいは評価という、

総合的な対応をしていただこうというふうに考えております。

中身は２つございまして、補助事業等におきます評価、そういった問題と、全体の業務の点

検評価という２つの点、通常の補助事業等の評価だけではなくて、業務のあり方全体について

も評価点検していただいて、それも反映させていこうという観点が入っております。

次に、３・４にありますように業務運営能力の向上、あるいは組織体制の整備、あるいは５

にありますような、補助事業の効率化というような点、それぞれそういった第三者機関によっ

て外部の方の意見を踏まえながら具体的な点検評価というものを実施していただくという体制

で進めたいというふうに考えております。

これが業務運営の効率化に関する事項であります。

それから、第３の業務の質の向上でございます。そこに各業務ごとに１の畜産業務から始ま

りまして、先ほど言いました各品目ごとの業務、それから、さらに法律に基づくもの等を中心

として、幾つかに細分化してございます。各業務の冒頭に「食料・農業・農村基本計画」に基

づく目標等に即して業務を行う旨、記述してございます。もちろん 「食料・農業・農村基本計、

画 、これは機構が行う施策のみならず、国が行うすべての政策を体系づけているわけでありま」

すが、そういった国の政策全体と、先ほど申し上げましたように、機構の補完的な役割という

ふうに申し上げましたけれども、そういった国全体が行う施策目標に対しまして、補完する立

場として国と一体となって目標達成に努めるという趣旨を、それぞれの品目の業務ごとに明示

しているところでございます。

それから、具体的な数値目標等でございますけれども、例えば４ページの（４）加工原料乳

生産者補給金の交付という業務がございます。畜産業務の中の代表的な重要な業務の一つでご

ざいます。これは法律に基づいて事業団が執行機関というふうに位置づけられているものであ

りますが、具体的な仕事の効率化という観点で、国民といいますか、農家、生産者の方々に対

して、生産者補給金を支給するに当たって、事務処理の効率化を図っていこうということで、

昨年の例ですと大体21業務日ぐらいかかっておりますが、今後５年間の目標としては、さらな

る効率化ということで、そこにありますように20業務日でというような目標を掲げて、効率化

に努めていただくということによって、生産者といいますか、そういったユーザーの方の利便
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を図っていこうという考え方でございます。

各業務ごとにそれぞれ輸入・売買、あるいは補給金の交付、そういった業務ごとに数値目標

という形で、一定期間内の効率的な実施、サービスの向上という観点で、整理しているところ

でございます。

それから、７ページには、情報収集提供業務というのがございます。私どもＢＳＥの教訓、

広く言えばリスクコミュニケーションの充実になろうかと思いますが、そういった各分野、各

段階を通じて、広く消費者あるいは生産者、そういった方々との意思疎通をきちんと図ってい

くということが重要な課題となっていますし、今後の新しい食品安全体制においても、重要な

ことだろうと思っています。その一端を担う立場として、当然執行機関であります機構におい

ても、機動的なあるいは効果的な情報提供という観点を、特に５としてまとめてございます。

一部先行独法の例に倣いまして、利用者の満足度等についても一定の数値目標を置きまして、

その充実を図っていただくというような仕組みを考えているところでございます。

また、情報公開等におきましても、９ページの（５）のホームページの活用のほかに、情報

開示という点でも、従来以上に速やかな迅速な情報開示というものを、９ページの（６）の方

で記している次第でございます。

以上、ポイントだけ申し上げましたけれども、現在の事業団の性格、基金の性格を踏まえま

して、新しい機構におきましても、業務運営の効率化、あるいは質の向上という観点で進めた

いというふうに考えております。

以上でございます。

○松本分科会長 それでは、次に農業者年金基金について、お願いいたします。

○経営局経営政策課長 それでは、農業者年金基金につきまして、説明をさせていただきたい

と思います。

まず、縦長の紙で法人の概要についてご説明いたしますけれども、現在特殊法人として農業

者年金基金というものがございます。それが10月１日から独立行政法人化いたしまして、独立

行政法人農業者年金基金ということになります。

業務の内容につきましては、基本的にはこの独法化に伴いました変更はございませんで、法

律に基づきます農業者年金制度の運用を行うということでございまして、業務につきましては、

四角の中に丸が２つあって記述してございますが、大きく分けて２つで、１つは新制度業務、

もう一つは旧制度の経過業務ということで、１つ目の○が新制度業務について記載してござい

まして、平成14年１月から新しい農業者年金基金制度がスタートとしておりまして、その制度
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の運用というのが新制度業務です。具体的には ・が２つございますが、新しい制度におきまし、

ては、自分がかけた保険料を将来自分が受給する年金の原資とするという、積み立て方式を採

用した制度に移行しております。意欲ある農業者を確保するという農政上の目的を持った政策

年金でございますので、一定の担い手には政策支援ということで、括弧の中に書いてございま

すが、保険料の国庫補助を行う、そういう仕組みの制度を昨年１月から運用しております。

もう一つは、旧制度業務でございまして、下の○のところに書いてございますが、平成13年

の改正前の制度に基づく加入者、受給者に対する年金の給付ということでございまして、これ

は経過的業務ということになるわけですけれども、しばらくの間は相当の事務量があるという

ことでございます。

四角の欄の下の方に、予算、組織について記述してございますが、14年度の予算と15年度の

予算並べて書いてございまして、15年度というのは、半分は独法化する前の期間、半分は独法

化後の予算、両方こみこみで記載してございますけれども、14年度に比べて予算額も一定の節

減に努めております。役員数につきましては、これは現行の役員と、15年度は10月１日から独

法化後の役員の数を書いてございますけれども、現行は監事を含めて８名ですけれども、独法

化後は５名にしていくということでございます。

以上が法人の概要ですけれども、続きまして、７－２という横長の資料で、現在考えており

ます中期目標、中期計画の案について、ご説明をさせていただきます。

まず、第１の中期目標の期間ですけれども、ほかの法人と同じように、20年３月までの４年

６カ月の期間としたいと考えております。

第２の業務運営の効率化に関する事項については、４点記載しようかと考えておりまして、

まず第１点は、運営経費の抑制ということで、毎年１％の運営経費を節減していくというよう

なことを記載したいと考えております。

２点目は、組織運営の合理化ということですけれども、先ほども法人の概要のところで申し

上げましたけれども、農業者年金基金につきましては、業務が新制度業務と旧制度業務という

二つからなりますので、その業務がどういうふうになるかという事務量の推移の的確な見通し

に基づきまして組織を見直していく。あるいは、常勤の職員の定数のあり方を考えていくとい

うようなことを明記した上で、右側の方に中期計画、これは独立行政法人がみずからつくる計

画になるわけですけれども、そういう中期目標に沿って独立行政法人がつくる中期計画の中で

は、具体的に課をどういうふうに減らしていくとか、職員数をどういうふうに減らしていくか

ということは、中期計画の中で規定してはどうかというのが現時点の考え方です。
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３点目は、業務運営能力の向上等ということで、ここは研修の実施について重点的に規定し

てはどうかと考えておりますが、農業者年金基金というのは、東京に一つだけある組織でござ

いまして、農業者年金制度の運用というのは、実際上は農村現場の農業委員会系統ですとか、

農協系統組織に業務委託をして、執行している部分が非常に大きいわけでございますので、こ

の事務の適正かつ円滑な執行ということを考えますと、担当する職員の資質の向上、能力の向

上というのが、非常に重要なことになりますので、そういった方向を中期目標の中で規定した

上で、右側にあります中期計画の中で、独立行政法人にみずから具体的にどういう研修を行っ

て能力向上に努めていくのかというようなことを明らかにしていくというようなことでどうか

と考えております。

続きまして、次のページですけれども、４点目は、評価・点検の実施ということで、業務の

執行に当たって、広く外部からの意見を求めて業務運営に適切に反映させるというようなこと

でございます。

あとは、先ほども言いましたけれども、実際の業務というのは、ＪＡ系統、農業委員会系統

に委託しておりますので、そこの事務が的確に行われているかどうかということを、考査、指

導するというのを （２）のところで書いてございまして、これは２年に１回の割合で全体を考、

査、指導が行き届くような、そういう方針でやったらどうかというのが現時点での考え方でご

ざいます。

第３が、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項ということで、

ここについては３点規定しようと思っておりまして、まず１点は手続の迅速化ということで、

まず標準事務処理期間というものを定めて、それを公表して、あとは実際それぞれの業務につ

いてどのくらいの日数を要したのか、あるいは標準処理期間を越えて処理した件数がどれくら

いあったのかといったような、処理状況についても毎年度定期的に公表していくというような

ことがまず第１点目でございます。

２点目は、年金資産の安全かつ効率的な運用ということで、先ほども業務の概要でご説明い

たしましたけれども、昨年の１月１日から始めております新しい制度というのは、みずから納

めてもらった保険料を運用して、将来の年金給付に充てるということで、資産運用というのが

非常に重要な要素になりますので、毎年の資産運用の構成割合、例えば株式にどれくらいの割

合で運用するとか、そういうようなことですけれども、そういったことについて、今、行って

いる運用の割合の妥当性の検証というのを毎年度１回以上行うというようなことにしてはどう

か。
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３点目は、制度の普及推進ということで、なるべく農業者を確保するという政策年金ですの

で、加入していない農業者の方にも新しい制度の仕組みを広く周知するということも重要です

し、加入している人に対して、今の制度運営の実態がどうなっているのかということを知らせ

るのも非常に重要になりますので、そういったことをきちんとやるというようなことでござい

ます。

次の３ページが、第４番目ですけれども、財務の内容の改善に関する事項ということで、こ

れにつきましては、専ら旧制度に基づく事業におきまして、融資ですとか、農地の売り渡しで

すとか、そういったことがあったものですから、債権回収みたいなものというのが旧制度につ

いては関係いたしておりまして、それをきちんとやるというような方向を記載する。

第５は、その他の業務運営に関する重要事項といたしまして、今の農業者年金基金法におき

ましては、旧制度の年金給付に必要なお金を、年金基金が政府保証のもとで外から借りられる

という規定になっているわけですけれども、その際、最も効率的な利息で借りられるような、

そういった努力義務規定というか、そういうことを記載したらどうかというのが現時点での検

討の状況でございます。

以上でございます。

○松本分科会長 それでは、続きまして、農林漁業信用基金、よろしくお願いします。

○経営局金融調整課長 それでは、農林漁業信用基金につきまして、ご説明させていただきま

すが、まず、１枚紙の縦長の紙をごらんいただきたいと思います。

現在認可法人として農林業信用基金が存在をしておりますが、ことしの10月１日から独立行

政法人化いたしまして、独立行政法人の農林漁業信用基金ということになります。どんな仕事

をしているかということでございますが、そこの色がついているところでございますけれども、

基本的に信用保証の関係の仕事をしておりまして、農林水とございますが、農業について言い

ますと、農家が融資を受けたいというときに、農協とか銀行に申し込むわけですけれども、そ

のときに債務保証がつかないとお金がうまく借りられない、こういうことがございます。この

ときに、各県段階に農業信用基金協会というものが存在をしておりまして、ここが債務保証を

することになっておりますが、県段階で保証したものを全国段階でもう一回再保証にかけまし

て、平準化をする。この保険の仕事をこの信用基金がやっております。

このことを、農業と、それから水産業につきましては基本的に同じ構造でやっておりますが、

林業につきましては基本的に県段階が存在しておりません。したがって、この林業につきまし

ては、この信用基金が直接債務保証をする、こういう形の仕事をやっております。
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それから、その下に災害補償関係業務ということで書いてございますが、これはちょっと別

の仕事でございまして、災害補償保険法という法律がございます。これは例えば台風が来た、

それから、低温が続いて農産物が被害を受けたというときに、その保険をかけていく、こうい

う仕事でございます。農家の方にも保険の掛け金を払っていただいて、この保険制度を国が運

営しておりまして、この保険のための組織が各地域に共済組合という形で存在をしております。

この共済組合に最終的には災害が起きたときには保険金がおりてまいりますが、それまでの時

間的な格差、この部分を融資という形で資金を供給しておりまして、この仕事もこの信用基金

があわせて行っております。

以上が、この信用基金の仕事でございますが、これを踏まえまして、次の横長の資料をごら

んいただきたいと思います。

中期目標の期間といたしましては、ほかのところと同じように４年半ということになってお

ります。それから、第２といたしまして、国民に対して提供するサービス、その他の業務の質

の向上に関する事項ということで、そこの１番のところを見ていただきますと、基本的には保

証するときの保険料あるいは保証料、ここのところが一番重要なポイントでございます。そこ

の一番下のところ、リスクを勘案した適切な水準に設定をするということになっておりますが、

このときに、リスクの前提として、保証を引き受けるときの審査、ここのところを適切にやる

ということが前提条件になりますので、最初の１行目のところに 「適正な業務運営を行うこと、

を前提として」という言葉が入っております。それから、審査をきちんとやりましても、農業

でございますので、自然条件に左右されて収益性が変動する、こういうこともございます。そ

ういった意味で、こういった農業の特性にもきちんと配慮をして、適切な水準にこの保険料率、

保証料率を設定する、こういうことで書かせていただいております。

それから、次のページにまいりまして、２番といたしまして、事務処理の迅速化でございま

す。これは保証の引き受けをやるわけですけれども、このときにやはり時間がかかり過ぎる、

こういった批判もございます。そういった意味で、それぞれの事務に応じまして標準的な処理

期間、これをきちんと設けていこうということで、右側の方に信用基金が定めます中期計画の

案がついてございますが、ここのところで具体的な標準処理期間を設定をしていく、そういう

ことにしたいというふうに考えております。

それから、左側の２の②でございますけれども、やはりこういった迅速な処理をするために

も、各県段階の保証をやっております基金協会、こういったところと日ごろから意思疎通をよ

くしてやっていく、こういうことが非常に重要でございますので、そのための意見調整を着実
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に行うということにしております。

それから、③といたしまして、専決権限、要するにだれが最終的に判断するかということで

すが、ここにつきましても権限を下の方に弾力化いたしまして、できるだけ迅速に処理ができ

るような体制をつくる、そういうことを記述をしております。

それから、その下でございますが、利用者の方に対する積極的な情報提供をやっていこうと

いうことで、ホームページをつくっておりますが、ここでこの情報をきちんと提供して、農家

の方々がきちんとこの保証保険の制度が使えるようにしていこう、そういうことでございます。

ホームページの中身につきましても定期的に更新をするということが、次のページにかけて書

いてございます。

それから、３ページの上の方でございますが、第３として業務運営の効率化の話が書いてご

ざいます。その１番でございますが、業務運営体制の効率化ということです。この農林漁業信

用基金といいますのは、これまで４つの法人に分かれていたものが、歴史的に一本化してきた

という経緯がございます。特に昭和62年、この年に保証保険制度はそれまで農業、林業、水産

業と分かれておりました。これを一本化して、農林漁業信用基金というのができたわけです。

それから、その後で平成12年、この年に災害補償の関係の仕事もくっつけまして、都合４つの

仕事を今は一つの法人でやっている、こういう形になっております。この歴史的な経緯を引き

ずっておりまして、ここの基金につきましては、実は事務所が４つに分かれておりまして、こ

れが法人としての一体化を非常に妨げている、そういう側面がございます。そういった意味で、

４分野に分かれている事務所をこの際統合いたしまして、その効果を踏まえて、組織体制、人

員体制の見直しをきちんと行うということがそこに書いてございます。

それから、その下の２番でございますが、経費支出の抑制ということで、これはすべての支

出につきまして、その支出が本当に要るかどうか、これの検討をするということと、それから、

必要な場合も廉価な調達を心がける。これは例えば入札にかけるとか、そういったことを配慮

いたしまして、支出の抑制に努めるということが書いてございます。

それから、下の方に「運営費交付金を一部充当して行う業務」というふうに書いてございま

すが、実は林業の部分だけこの法人の運営経費の国庫補助が出ておりまして、その仕事につき

ましては、特に支出の抑制を図るために、毎年度平均で前年度比１％の節減を行うということ

を明示をしてございます。

それから、次の４ページでございますが、３番のところで、内部監査の充実ということで、

ここにつきましては、この信用基金４つの業務をやっておりますが、これを横断的に監査する
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監査体制を充実強化をする、そういうことが書いてございます。

それから、４つ目といたしまして、情報処理システムの効率的な開発と運用、やはり保証保

険という仕事になりますと、数字の管理をきちんとやるということがどうしても必要になりま

すが、できるだけ効率的に、低コストで処理をするという観点から、システムをきちんと開発

をして、それに応じてそれを採用していく、そういったことに配慮したいということでござい

ます。

それから、その下、第４といたしまして、財務内容の改善に関する事項ということが書いて

ございます。１番で、業務収支の均衡ということで、できるだけこの業務収支をバランスをと

って、赤字にならないようにする、そういう観点で幾つか書いてございますが、まず①といた

しまして、中期目標の期間中、４年半ございますけれども、その間に保険契約、あるいは保証

契約を締結した案件につきまして、審査のときの能力を向上させる、きちんと審査をすること

によりまして事故の発生をできるだけ防いでいく。事故率や代位弁済の率を一定の数字以下に

おさめる、こういった数値目標をつくって、この範囲におさめるように努力をするということ

を書いてございます。

ただ、この保証保険につきましては、ＢＳＥその他いろいろな農業の関係の事件とか、そう

いったものがございます。そういった意味で、その場合にはやむを得ないこともございますの

で、そういったことについても配慮をするという趣旨が書いてございます。

それから、②といたしまして、農家の方が返済不能になって、そのときには代位弁済をする

ということになりますが、その後回収できればここの信用基金の経理にはプラスになるわけで

ございますので、代位弁済後の回収についてもきちんとやっていくという話が、②として書い

てございます。

それから、最後の５ページのところですけれども、ここにつきましては、保証保険、一つの

金融的な仕事でございますので、責任準備金につきましてはきちんと計上するということで取

り組んでいく、そういう趣旨の中期計画を現在準備中ということでございます。

以上でございます。

○松本分科会長 それでは、最後になりますが、水資源機構、お願いします。

○農村振興局総務課長 水資源機構につきまして、ご説明させていただきます。よろしくお願

いいたします。

まず、縦長の１枚紙でございます。水資源開発公団とございますが、公団は広域的な用水供

給、用水の確保を図るということから、水資源開発促進法に基づきまして、水資源開発水系と
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いうのが設けられておりますが、その指定地域におきまして、水資源の開発あるいは利用のた

めの事業を行うということを目的として、昭和37年にできた組織でございます。その後、昭和

43年に、愛知用水公団というものが統合されて、現在に至っております。今回10月１日付で独

立行政法人化し、独立行政法人水資源機構という形になるということでございます。

なお、この従来の公団あるいは今回の機構につきましても、いずれも国土交通省と農林水産

省、厚生労働省、経済産業省、この４省庁の共管団体という形になっております。農水が農業

用水関係、厚生労働省が上水道関係、経済産業省が工業用水関係と、国土交通省が治水その他

全体の水関係の調整役というような形になっているところでございます。

主な業務でございますが、先ほども申し上げました水資源開発促進法という法律がございま

すが、この法律の中で、ちょっと下の四角の方をごらんいただきますと、特に水資源の開発の

重要な水系としまして７水系が指定されております。利根、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野

川、筑後川と、この７水系がございますが、この水系ごとに水資源開発基本計画というものが

定められております。この水資源開発基本計画に基づく水資源の開発、または利用のための施

設の新築、改築を行うというのが今回の機構の一番の業務、いわゆるダム、あるいはその用水

路なんかの整備を図っていくというものでございます。

なお、ちなみに括弧書きに、水の供給量を増大させないものに限るとございます。ある意味

では水資源開発のための施設整備を従来から講じてきまして、それ相応のストックができてき

ているということを前提とし、またご案内のとおり、近年水需要というものがかなり緩和基調

にあるということも前提といたしまして、水の供給量を直ちに増大させるような施設について

は、現に事業に着手しているものを除いて手をつけない。むしろ既存の施設の管理を中心とし

つつ、その改築等に仕事の重点を置いていくという形になっております。

それから、２つ目のものは、これまでつくった施設あるいは承継してきた施設の管理、それ

から、３つ目の○にございますのは、受託の業務でございますが、例えば発電なんかを電力会

社から委託しまして、あわせて管理するというような業務をやっているところでございます。

こういった業務を行うということで、先ほど申し上げました、下の水資源開発指定７水系にお

いて実施しているところでございます。

予算組織は、下にございますけれども、公団全体の予算、うち農水分とございますが、農水

のウエートが、ここにありますように、例えば国費べースでは 578億円に対して 132億円、こ

れが14年度の公団時代の数字、それから、15年度の数字は、公団の分の半年分と、新たな機構

の分の半年分の数字でございます。
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それから、次に横長の表でございますが、今回機構に移行するに伴いまして定める予定とし

ております中期目標、それと中期計画については、当然機構が定めるものでございますが、ま

だまだ素案の段階でございます。１の中期目標の期間でございますが、これまでの法人と同様、

ことしの10月１日から４年半というものを中期目標の期間と考えているところでございます。

２つ目に、業務運営の効率化に関する事項といたしまして （１）にございますように、効率、

的な事業運営を行うための機動的な組織運営、あるいは職員のインセンティブ確保による資質

向上に努めていきたいということで、右の中期計画の素案の方にもございますが、例えば近隣

組織の統合等、事業所あるいは管理のための組織なんかを統合して効率的な運用を図っていこ

う。あるいは、新人事システムにより職員の能力向上を図っていこう、こういったことを考え

ているところでございます。

それから、２つ目の（２）の効率的な業務運営としまして、情報化、電子化、こういったも

のによる業務運営の効率化を図っていきたい。

それから （３）でございますが、事務的経費の節減ということでございまして、具体の数値、

目標もここでは定めていきたいというふうに考えているところでございます。

それから、次のページにまいりまして、国民に対して提供するサービス、具体の事業の中身

の関係でございますが （１）にございますように、施設の新築あるいは改築事業の計画的、的、

確な実施、あるいは２）にございますような、老朽化、劣化した施設の改築事業、こういった

ものを計画的に進めていきたいということで、右の中期計画の方にございますように、まだ具

体の数字が入っておりませんが、数字の入った施設の新築、改築、あるいは実際生み出す水の

量といったものを定めていきたいというふうに考えております。

それから （２）が的確な施設の管理ということでございまして、これにつきましても、先ほ、

ど４省共管と申し上げましたが、水の関係でございますので、いろいろな利水者間の調整とい

ったものが必要になってございます。また、関係機関との調整も必要になっておりますが、こ

ういったものをきちんと的確にやりながら、施設の管理をやっていきたいということで、右側

の中期計画の方では具体の数字なんかも入れて対応していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

飛びますが、恐縮でございますが、３ページに入っていただきまして （５）でございますが、、

総合的なコストの縮減というものでございます。ご案内のとおり、公共工事全般に対してコス

ト縮減というのが極めて強く求められているところでございます。こういった中、新技術の開

発、あるいはライフサイクルを通じたコスト低減とございますが、壊れればつくればいいとい
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うものではなくて、的確な管理等をしながら、施設の長寿命化等を図っていきたい。こういっ

たことをあわせまして、総合的なコストの低減に努めていきたいということで、右側にござい

ますが、水資源機構コスト構造改革プログラムといったものを策定しまして、具体的なコスト

の縮減目標を定めていきたいというふうに考えているところでございます。

、 、それから、水関係でございますので （６）にありますような環境保全への配慮、それから

（７）にありますような災害時における危機管理、こういった体制整備もきちんとやっていき

たいというふうに考えております。

それから （８）は、関係機関との連携でございますが、先ほど来申し上げましたような、い、

ろいろな多様な関係者がおりますので、そういったものの連携をきちんとやっていきたいとい

うふうに考えております。

それから （９）で説明責任の向上とございますけれども、こういったいろいろな関係者方面、

に対して事業の的確な内容の説明をやっていきたいということで、いろいろな広報活動等を的

確に実施していきたいというふうに考えているところでございます。

それから （10）も同様に、事業関連地域との連携促進ということで、水の上下流の関係でも、、

いろいろな利害関係といいますか、こういったものもございますので、両方に対して適切に水

に対する理解を深めながら、事業を実施していくということをやっていきたいと考えていると

ころでございます。

４番目が財務内容の改善ということでございまして、今まで申し上げましたような業務運営

の効率化等を踏まえた形での中期計画の予算あるいはその収支計画等を策定していきたいとい

うことでございます。

最後に、５ページに入りますが、その他業務運営ということで、施設整備に関する計画をき

ちんとつくる。それから （２）に人事に関する計画とございますけれども、右の中期計画にあ、

りますように、職員数の削減等も含めまして、業務運営の効率化に努めていきたいというふう

に考えております。

それから （３）に利水者負担金に関する事項とございますが、こういった事業を通常は事業、

完了後にいろいろな利水者から負担金を徴収するというシステムが原則になっておるわけでご

ざいますが、いわゆる利子の負担というものも考えまして、利水者の希望に応じて、建設負担

金の前払い、工事中あるいは工事完了後の一括払い、現在も制度はあるんですが、こういった

ものの十分活用が図られるような状況にもっていきたいということでございます。

以上でございます。
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○松本分科会長 ただいま、各法人の業務の内容及び中期目標（案）でございますが、これに

つきましてそれぞれご説明をいただいたわけでございます。何かこれに関しましてご質問ある

いはご意見がございましたら、ちょうだいしたいと思います。

○德江委員 農畜産業振興機構についてですけれども、説明書の１ページの中で、業務運営の

効率化に関する事項の２です。業務執行の改善というところで、中期目標、中期計画の中で、

３行目、第三者機関による業務の点検評価を行い、その結果を業務運営に反映させる。また、

補助事業についても第三者機関による審査・評価を行う。この辺の全体を通じてこの内部監査

体制を充実強化するというふうに理解してよろしいんじゃないかと思うんですけれども、この

辺の具体的な体制、例えば業務運営を横断的に監視する内部監査ということで、監事との関係

です。監事というのも業務監査当然対象になりますので、こういう組織の重複と、あるいは無

駄というのがあるいは発生するのかなと思いますけれども、この辺の内部監査制度のもう少し

内容がわかれば、ご説明いただけますか。

以上です。

○生産局畜産企画課長 それでは、お答えいたします。

先ほど申し上げましたように、２つの面、業務点検の面と、それから、補助事業の執行とい

う面で第三者機関を置くというふうに申し上げました。しかも、機構については、もちろん監

事等による業務監査はあるわけですが、国民の税金といいますか、関税収入とかいろいろな国

の財源を使って事業を行うこととなるので、そういった納税者、消費者の目というものを業務

の執行に当たって反映させていただきたいという趣旨で、外部の方による第三者機関というふ

うに申し上げた次第でございます。

実は、既に昨年の秋に法曹関係者、あるいは消費者等からなる業務執行改善検討委員会とい

うものを理事長のもとに置きまして、事業団の業務点検のあり方だとか、あるいは職員の能力

向上、あるいは外部の消費者、納税者の意識を踏まえた業務執行の心構えというようなことを

いろいろ点検していただきました。その報告を受けて、事業団としては、職員の能力向上とか

啓発、最近の言葉で申しますとコンプライアンス意識というようなものを含めて、既に内部の

研修会をやったり、あるいは職員の現場研修等も含めた能力向上を実施してきたところでござ

います。それから、機構としては内部のいろいろな業務の執行段階において、担当者レベル、

課長レベル、あるいは役員レベルでの相互の連絡体制、あるいはチェック体制、今後組織的に

も機構を統合した後にかなりハイレベルの業務監査室のような内部監査組織を内部に設けるこ

ととしております。このように、機構については、監事の監査、それから、業務監査室という
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ような内部監査体制、それらとともに、消費者あるいは納税者の視点に立つ第三者機関による

点検により、農畜産の生産、流通、かなり広範な業務を相当の金額で実施するわけであります

ので、念には念を入れて、適正に業務を執行していきたいという趣旨で書かせていただいたと

ころでございます。

○德江委員 まだ素案というか、これから完成に向けてという作業があると思いますけれども、

職務分掌といいますか、例えば最近のコーポレートガバナンス、その辺があると思いますので、

その辺の意味、機能、機構等を含めて、こういった組織を確立するなら、やはりその辺の分掌

というか、役割分担を明確にしていただきたいなということです。そんなところをお願いして

おきます。

以上です。

○小林委員 引き続きで恐縮なんですが、農畜産振興業機構について、１点教えていただきた

いのですが、３ページの中期計画の下から５行目、１日当たり生乳処理量２トン以上の乳業工

場数を、対前年度比で平均２％以上減少させるという計画があるわけですが、これは要するに

中小の工場の統廃合ということになると思うのですけれども、機構の機能ですとか、権限とい

うことで、こうしたことを実施することができるのかどうかということについて、教えていた

だきたい。というのは、評価の対象ですので、機構が主体的にできないということであれば、

なじまないのかなというふうに思いまして。

○生産局畜産企画課長 お答えします。

特に３ページの下から５、６行目、乳業再編整備等対策事業についてご質問がありました。

実は、ここにも書いてありますが、機構が行うこの事業は、国等が行う事業、施策と相まって、

補完的な役割を担うもので 「食料・農業・農村基本計画」という、大きな上位目標をそれぞれ、

の施策機関が分掌して実施していくという関係になります。しかも、ここに書いてある２トン

以上の乳業工場数の減少は乳業再編に係る計画を国が決めている政策目標であります。もちろ

ん、国は機構を通じて行う事業以外にもいろいろな事業を実施しており、この政策目的を達成

しようとしているわけでありますけれども、評価に当たりましては、国の全体での政策評価と

いう点もございますので、その評価の問題はまだ少し整理が必要と考えております。この事業

だけではなくて、実は先ほど言いましたように機構の補完的役割がありますので、冒頭言いま

したように、全体についてそこの調整が必要なのかなという感じはしております。

○手島委員 第三者機関のことなんですけれども、１つは意見ですが、先ほどの德江さんがお

っしゃった、二重、三重のいろいろ監査とかガバナンスをやる機関を設けるということについ
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ては、非常に意欲的に取り組んでおられて、私はこういう方法は非常にいいなと思ってお話を

伺いました。特に今のような時期はこういうものをきちんとやっていくということが非常に大

事だろうなと思います。

それから、私の質問は、お話の中にも現在やっておられる仕事を大きく見直して、本当に必

要なものを効率的にやっていくんだという基本的なお考えということなんで、それも非常にい

いなと思うんです。予算の額というのを見ると、２つの機関を合わせて今現在のものが大体 5,

。000億円近くになると思うんですが、一番下の方でそれを見ますと、絵の書いてあるものです

3,700億円ということで、相当大幅に少なくなっていますね。そうすると、かなりやめること

になる仕事とか、あるいは何か除外する仕事というのがあるのかなと思って、この数字を見せ

ていただいておるんですが、やめる方の仕事というのは、大ざっぱに言ってどんなような仕事

があるんでしょうか。

○生産局畜産企画課長 先ほど予算の関係は省略いたしましたが、縦長の資料の上の欄でいき

ますと、 4,600億円余と 300億円弱ということで、 5,000億円近い予算額を持っているという

ことでございます。下の方の予算の数字、これは平成15年度と書いてありますが、下半期は機

構の予算で3,700億円になっています。例えば、国費の欄を見ていただければわかりますように、

機構の業務あるいは事業団の業務としてはかなり波がございます。緊急時に対応するような業

務、例えばＢＳＥ、実は14年度かなりの数字になっているのは、事業団においてＢＳＥ対策、

これは生産から流通、消費に至るまで各般の施策を講じたところでございますけれども、そう

いった支出が増えています。15年度になりまして、おかげさまでＢＳＥにつきましては消費と

か価格の面については大分戻ってまいりました。もちろんまだまだやることはあるんですが、

そういった面で、かなり額が減ってます。

もちろん、先ほど言いましたように、特殊法人の改革の一環として、両法人の業務を見直し

ました。例えば、畜産関係の業務で申し上げますと、乳業関係者に債務保証を行うような業務

もございました。これも大分民間、これが始まったのは昭和30年代なんですが、最近ですとそ

ういった業務、残高はまだあるんですが、新規についはてもう民間主体に移行という関係で、

例えば債務保証の新規はやめるとか、幾つかの業務、６つぐらいの業務を整理してございます。

もちろん、最近実績のないものもございますけれども、多少そういった分野については、事業

団が直接新規にやるのは停止しようというような整理を行っております。これは全体として民

間活力の活用、小泉改革の一つの流れでもありますので、そういった趣旨に沿って見直したと

ころであります。 あるいは、野菜業務でも、昔は野菜の保管施設、例えば冷蔵保管施設等が
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少なかった時代がございました。野菜が暴騰してもぱっと出せるような施設で保管できるとい

うようにということので、野菜供給安定基金が、そういう野菜の保管施設で低温保管施設をみ

ずから設置運営するということをやっておりましたが、最近はご案内のとおりコールドチェー

ンといいますか、民間でのいろいろな施設の整備も大分進んでおりますので、そういった業務

をやめるということで、見直しをしております。

必ずしも予算額と業務の見直しで額が連動しているわけではないという点がありますので、

ここはご理解いただきたいと思います。

以上でございます。

○間委員 一つお願いなんですけれども、３ページから４ページに、家畜排せつ物についての

施設整備の戸数を対前年比で５％ふやすという項目があるんですが、現在ＢＳＥから後の話な

んですけれども、こういう整備の補助事業が非常に少なくなってやりにくいという話をあちこ

ちで聞くんです。何も５％と決めないで、頑張ってやってもらいたいという、希望なんですけ

れども。とにかく、16年11月１日からということの法整備がされているわけですから、それま

でにはたくさんやっていただいて、始まった後はみんなきれいな農場で運営ができるという形

ができればいいと思うんです。ですから、この５％のところは外していただいて、頑張ってや

ってもらえればありがたいという、一農家の意見であり、農家全体の意見だと思いますので、

よろしくお願いします。

○生産局畜産企画課長 間委員には日ごろいろいろとご指導をいただいております。

ちょっとご紹介させていただきます。３ページの下の欄でありますけれども、家畜排せつ物

等の管理の適正化及び事業の促進のための施設、こういった施設につきましては、実は法律が

平成11年にできまして、ただ非常に費用がかかるものですから、５年間の猶予期間を置いてお

ります。それが来年、16年10月いっぱいということで、５年間でこういった家畜排せつ物等に

ついての管理をきちんとやっていただく。ともすれば、野積みとか、素掘りといいまして、畑

に積んでおくとか、あるいは昔の肥だめでありますけれども、畑に穴を掘ってためておくとい

うことで、環境上、あるいは衛生上のいろいろな問題を引き起こしております。これを５年間

で何とかそういった状態を解消したいということで進めております。

実は、いよいよ１年半弱になりましたが、現在総点検を各都道府県あるいは全中、農協系統

組織でありますが、全中さんの方と協力しまして全国の総点検を実施しております。何とか来

年の10月までには、場合によっては簡易な対応も含めて、きちんとそういった野積みあるいは

素掘りというような状態を解消するべく、計画的な整備、必要な予算の確保ということで頑張
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ってまいりたいと思っております。

その一部分について、機構の事業を使って実施する部分がございまして、それについて機構

の目標としてこういった記述を置いていますが、総点検を今６月中をめどに実施しているもの

ですから、そういったものを踏まえて引き続き検討していきたいというふうに考えております。

○渡辺臨時委員 水資源機構の業務につきまして、確認の意味で一つ伺いたいと思います。

ご説明いただいた資料の主な業務の枠内の第１点目の括弧の中に、水供給を増大させないも

のに限るという表現があります。水供給量と増大の定義や認識にもかかわるのかもしれません

が、水資源を新たに開発しなくても、例えばいろいろな運用によって全体としての供給量を増

やすようなことがあり、そのための施設の新築あるいは改築というようなものもあって、それ

はこの水資源機構の業務に含まれていると理解しています。今のご説明だと、どのように理解

したらいいかよく分からないので、補足ご説明いただきたいと思います。

○農村振興局総務課長 まず水の供給量を増大させないものということで、先ほども申し上げ

ましたが、一つは現に着手しているものは除くというのがまず第１点でございます。

それともう一つは、今、委員おっしゃいましたように、例えば農業用水と都市用水の関係で、

あるいは工業用水が余っている、農業用水が余っている、いろいろな場面がございます。そう

いったときに、例えば水利用といいますか、用水の効率的利用を図るために、取り方を新しい

何か堰等、合口事業などがございますけれども、そういったことを通じて、結果的に必要とす

るところに必要な水を新しくもたらすといった部分は、今後とも水資源機構の業務としてはや

っていくということになります。

○佛田専門委員 農林漁業信用基金について質問をしたいんですが、１枚紙の予算のところで

1,575億円という、国費以外の収入がございますが、これはどういうところがご負担をなさっ

ているのか、お伺いしたい。

なぜそれをお伺いするかというと、信用保証という点におきましては、一般の商工業の団体

が運営をしています信用保証協会が各県にございますが、特に農業法人が農業生産に付帯する

ような加工品の製造業務などの融資関連に伴う融資を行うときに、本来であれば農林漁業信用

基金の方の信用保証の枠を得るような融資制度ということなんですが、それがなかなかいいも

のが少ないということがありまして、いみじくも一般の商工業の信用保証協会に申し出をしま

すと、それは農業の分野については融資ができないのでということで、売り上げの詳細を全部

分けろというような非常に面倒くさいことを追求されるわけです。私どもとしては、農林漁業

信用基金の信用保証というふうに考えておるんですが、それが難しい。そして、なおかつ今法
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人化が進みますと銀行からの取り引きがふえてまいりますけれども、この農林漁業信用基金に

つきましては、多分各県の協会では銀行が出資をしておりませんので、銀行を通して農林漁業

信用基金を使うということが、信用保証を得るということができないという現実がありまして、

非常に農業と商工業のはざまに農業法人が置かれているという現実がございますので、その分

のご配慮、つまり５年計画、中期目標というのはおよそ４年６カ月を目標とされますので、こ

れはかなりこの中で配慮されるべき問題ではないかと私は思いますので、質問ということでお

願いします。

○経営局金融調整課長 ご指摘の点、非常に重要なポイントだと我々も思っているんです。後

の方からお答えいたしますけれども、特に銀行から金を借りようとするときの、その保証が受

けられるかどうか、これは重要な問題なんです。各県に置かれております農業信用基金協会、

ここの仕事というのは、基本的には農業者が農業関係の資金を調達するときの債務保証をきち

んとやるということなんです。しかも、各県の基金協会の出資者にだれがなるかといいますと、

これは法律上は農業者、それから、地方公共団体なんです。この農業者にかわってといいます

か、農協が農家を組合員として抱えておりますので、農家にかわって農協が出資をすることが

できるようになっていて、多くの場合には基金協会は農協と地方公共団体が出資をしている、

こういう形になっているんです。あくまでも農協が出資をしているのは農家にかわってという

ことなんです。金融機関としての農協が出資をしているわけではないんです。したがって、法

律上も、銀行とか信用金庫から農家が借りようとするときのこれについての債務保証は、やる

という仕掛けになっております。ところが、実態的にいいますと、これは県の協会によってち

ょっとずつ濃淡ありますが、農家の方、特に農協の組合員になっていないような方が銀行や信

金から金を借りようとするときに、保証してくれということで各県の協会に申し込んだときに、

いろいろ意地悪をして、結局債務保証をしないというケースが時々聞こえてきます。そういう

話があったときは、我々の方は、この法律上の仕組みとしては、銀行、信金含めて、農家が金

を借りるときの保証をすることになっていますし、仮に農家の方が基金協会の出資者になって

いない場合、農協の組合員にもなっていなければ出資をしていないことになりますので、その

ときは、農家の方が基金協会に一口出していただいて出資をしていただければ、この保証を必

ずするというふうに指導もしております。

したがって、金融機関との関係でいきますと、農協だけではなくて、銀行も信金も含めて、

すべてカバーをする。そういう仕掛けですし、そこはきちんと徹底をしていく、そういう必要

があるというふうに思っております。
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それから、もう一つは中小の方の保証制度との仕分けの話なんです。こっちの話は、実際か

なり難しい話でありまして、中小の方は中小の事業性の資金に着目をして、中小企業庁の制度

で各県の信用保証協会、それを束ねる形で中央には中小企業総合事業団というのがございます。

それと同じ仕組みが、農業の資金のために各県の農業信用基金協会があり、それから中央段階

に今度独立行政法人になりますこの信用基金がある、こういう形でありますので、そこのとこ

ろは一応中小と農業関係という線引きはあるんです。ただ、現実の話として、農業をどこまで

とらえるか。特に二次産業、三次産業のところに進出をしたときにどうなるかという話はあり

まして、できるだけ農業から派生する部分につきましては、融資の面でもそうですけれども、

保証の面でもこちらの農業の信用基金協会のところできちんとカバーする方向で、我々は対応

すべくいろいろやっております。現実にいろいろご不満な点あるかもしれませんが、個々に言

っていただければ、いろいろまた調整をして、そこはできるだけカバーするようにしていきた

いというふうに思っております。

○佛田専門委員 今のお答えに関してですけれども、１ページの基金協会は利用者のニーズに

的確に対応した質の高いサービスを提供するためという文言がございますので、そもそも今の

お話は、見えているものは本当に何百分の一ぐらいのお話だと思いまして、大体が門前払いを

されるということでございますので、この分の情報提供等のサービスを十分やっていただきた

いと思います。

以上です。

○経営局金融調整課長 その点、十分配慮させていただきます。

○松井専門委員 農畜産業振興機構の３ページ （３）の①学校給食についてなんですが、ＨＡ、

ＣＣＰ承認工場の割合を、終了時まで50％以上に引き上げるという文言ですが、まず現在これ

は何％なのか。50％というのは何かちょっと低すぎるような気がするんですけれども、その根

拠を教えていただきたいです。

○生産局畜産企画課長 現在の取得率ですが44.1％、何とか50％を超えたいということで、機

構の目標として具体的な計画として掲げるように検討している段階でございます。

○松井専門委員 44.1％から４年と６カ月かけて50％にするということですか。それはかなり

難しいことなんでしょうか。ちょっとわからないので、聞かせていただけますか。今、ＨＡＣ

ＣＰをどんどん推進している立場ですね。それにしては上昇率がちょっと少ないと思うんです

が。

○生産局畜産企画課長 本当は早く 100％を目指さなければいけないということだろうと思い
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ますが、学校給食は、地域、地域でやっていますので、先ほどの乳業工場の再編の話もありま

したが、２トン以下というような、非常に零細な工場もありますので、そういった再編との関

係も出てくるということで、恐らく、これ以上にはいくんだろうと思いますが、現在50％を目

標にしております。ご指摘はまた帰って検討させていただきます。

○松本分科会長 まだ固まったものではありませんので、次の審議のときにひとつ鋭く突っ込

んでいただきたいと思います。

そのほかございませんか。

○德江委員 農業者年金基金について、１点お尋ねします。

２ページです。国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項で２番目、

年金資産の安全かつ効率的な運用ということで、一応目標はこういう形で掲げられております

が、具体的に中期計画の中でどういうふうにするか。まだ中途ですから、はっきり出されてい

ないんじゃないかと思いますけれども、大変難しい問題ではないかと思いますので、毎年度１

回以上、そういう妥当性の検証をするというだけでいいのかどうか。これをさらに受けて中期

計画を立てるのかどうか、この辺をお尋ねしたいと思います。

○経営局経営政策課長 これは中期目標、中期計画ともに、まだ現時点で考えている案という

ことなんですけれども、なるべく数値目標という形で定めることが望ましいと言われているん

ですけれども、では、今は回数で、少なくとも中期目標の方は回数で示したらどうかというこ

となんですけれども、中身についてはなかなか、まさに検討の結果なものですから、どんな定

め方があるのかなということを検討している段階でございまして、今、いただいたご指摘も踏

まえて、次回のときにはまたその時点での検討状況のご説明をさせていただきたいと思います。

○松本分科会長 そのほかよろしゅうございますか。

非常にたくさんのご意見をありがとうございました。繰り返しますが、まだこの案が固まる

段階、まだ中途でございますので、おいおい固まった中期目標が提出されると思います。そこ

でまたもう一度ご審議をお願いするということになろうかと思います。

本日予定の議事もこれで一応は終了いたしましたけれども、全体を通して、何か質問を忘れ

たとか、そういうことございませんか。今、ここでお受けしたいと思います。

それでは、最後に、事務局の方から連絡事項がございますので、もうしばらくお時間をちょ

うだいしたいと思います。

○大臣官房文書課調査官 それでは、今後の予定についてご案内したいと思います。お手元に

参考１の紙がございます。こちらは前回の分科会でご了承いただきましたスケジュール、若干
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文言修正したものでございます。この日程表にも出ておりますように、本日各法人から14年度

の業務実績の概要のご説明を申し上げました。これから７月にかけまして、昨年と同様、各プ

ロジェクトチームに分かれて集中的に評価作業を進めていただくというふうになります。皆様

方におかれましては、忙しい中大変恐縮でございますが、事務局としてもいろいろ鋭意努力し

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

次に、参考資料２の関係でございます。こちらに10月１日に設立される独立行政法人の部分

も含めまして、プロジェクトチームの一覧を載せてございます。新設される独立行政法人につ

きましても、それぞれプロジェクトチームを設けて評価基準の策定あるいは評価作業の実施と

いうことを行っていただくことを考えております。メンバーにつきましては、お手元の資料の

とおりでございます。

具体的には、新しくできる４つの独立行政法人につきましては、この後、多分８月から９月

にかけまして、農業分科会で中期目標、中期計画の正式な審議をしていただくことになります。

その結果、９月以降評価基準の策定ということで、プロジェクトチーム単位でご審議をいただ

くことになると思っております。

なお、今、お示ししております各プロジェクトチームのメンバー表のうち、德江委員におか

れましては、今、種苗管理センターをご担当していただいておりますが、全体の調整の結果も

ございまして、14年度の業務実績評価が終わった後には、農畜産業振興機構のプロジェクトチ

ームの方に所属を変更していただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたし

ます。

それともう１点でございますが、水資源機構の関係でございます。先ほどの説明にもござい

ましたが、水資源機構につきましては、当農林水産省のほか、国土交通省、経済産業省、厚生

労働省と、合計４つの省の共管法人というふうになっております。この結果、４つの省の評価

委員会が評価作業に関与するという形になります。そういうこともありまして、各省の評価委

員会の事務局の方で相談した結果、水資源機構につきましては、４省評価委員会の合同会議み

たいな形で審議をしたらどうかというふうになっております。その結果、今、水資源機構のプ

ロジェクトチームに所属いただくことになります小林委員、渡辺委員、佐藤委員におきまして

は、この４省の合同会議の方にご出席いただきたいというふうに思っております。

なお、４省の合同会議で行われた議論につきましては、また適宜こちら農業分科会の方で内

容の報告あるいはご審議をいただくということを考えております。

なお、４省の合同会議につきましては、第１回の会合を７月下旬に、中期目標の関係ですが、
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開催するという予定になっております。したがいまして、この部分につきましては、次回８月

に予定しております農業分科会で内容を報告するという段取りを考えてございます。

最後に、次回の日程でございますが、次回の農業分科会、参考１にもありますとおり、８月

上旬に開催したいというふうに思っております。お手元に別途日程の関係のお伺いを配ってお

りますが、これにご都合をご記入の上、お手数でございますが、６月９日までにご返送くださ

るようにお願い申し上げます。

なお、本日この場で提出いただける方につきましては、お帰りの際受け付けの方にご提出い

ただくようにお願いいたします。

また、資料の関係でございますが、本日は資料大変大部となってちょっと申しわけなかった

んですが、席上に置いておいていただければ、事務方の方でそれぞれ郵送させていただくよう

に手配いたしますので、もしお持ちいただくのがちょっと重いというような方は、そのまま机

に置いておいていただきたいというふうに思います。

以上でございます。

○松本分科会長 本日は、１時半に開会いたしまして、もう既に５時半を回っております。延

々４時間を過ぎる非常に長い、しかも非常に熱心なご審議をちょうだいしまして、ありがとう

ございました。さぞかしお疲れのことだと思います。

以上をもちまして、農林水産省独立行政法人評価委員会第９回農業分科会を閉会いたします。

繰り返しますが、委員並びに専門委員の先生方には、非常に熱心なご審議をちょうだいしま

して、ありがとうございました。

以上をもって閉会といたします。

了


